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Ⅰ．総 論 

 

１．激動する世界の中の日本 

 

（１）歴史的な転換点にある世界経済 

 世界経済は今日、歴史的に見て大きな時代の転換点にある。 

 1990 年代に入って、ベルリンの壁の崩壊に象徴される東西冷戦構造が崩れ、経

済体制・イデオロギー対立が終焉したものの、その後の世界は多極化が進み、新

たな摩擦が様々な場所で発生している。また、急速な経済発展過程にある新興国

の台頭は著しく、世界経済の重心は、人口が多く成長ポテンシャルの大きいアジ

アへと移動しつつある。これに伴い、国際社会における新興国の発言権は年々強

まっており、かつての西側先進国主導の国際政治・経済秩序は変容を迫られてい

る。 

 こうしたいわば世界のレジーム転換の動きに加え、世界全体で経済のグローバ

ル化、ＩＴ化、金融経済化が、相乗的に影響を及ぼし合いながら急速なスピード

で進展している。グローバルな経済のダイナミズムは、時に歪みをもたらし膨大

かつ不安定な資本移動を生み、世界的に大きなマクロ・インバランスを生み出し、

各国の経済は相互依存性や連関性をますます増大させている。その結果、リーマ

ン・ショックにみるように世界の一地点における事象の経済的影響が世界中に直

接かつ瞬時に伝播するようになっている。また、世界経済及び各国経済のボラテ

ィリティ（変動）は拡大しており、一国の経済政策の独立性・有効性に一定の制

約を課してしまっている。 

 さらに、新興国の急成長を背景として、世界の資源エネルギー需要が高まり、

その国際市場価格が高値で推移する一方、地球温暖化問題が深刻化するなど、地

球規模で資源エネルギー・環境制約が顕在化し、国際的な取組が求められている。 

 

（２）我が国が直面する現状・課題 

翻って我が国についてみると、90 年代初頭のいわゆるバブル崩壊以降経済の低

迷が長引く中で、それまで顕在化していなかった多数の長期的・構造的課題が、

今や厳然と屹立している。 

我が国では、少子高齢化や人口減少が世界的にも前例のないスピードで進行す

ることが予想されており、これにより、労働供給の減少、国内需要の低下が  

惹き起こされるとともに、財政・社会保障制度を始め既存の経済社会システムの

持続可能性にも懸念が生じるなど、多方面に影響を及ぼしつつある。経済が成熟

化し、イノベーションの動きも鈍く国内の投資機会の減少や産業の国際競争力の

減退がみられ、成長力は低下し、世界経済における我が国の相対的地位は徐々に

後退している。 

 経済のグローバル化が急速に進展し、新興国の台頭等世界経済の構図が大きく
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変化するにもかかわらず、我が国経済はグローバル化への対応が遅れており、そ

のダイナミズムを十分に取り込んでメリットを享受するには至っていない。むし

ろ、近年では資源エネルギー需要の世界的な高まり等を背景に、我が国経済の資

源エネルギー制約は強まっており、これに伴い原燃料価格が高騰する一方、製品

価格は新興国企業等との厳しい価格競争の下で下押し圧力が働いている結果、交

易条件が悪化し、企業や雇用者の所得は圧迫され、我が国の貿易収支にも悪影響

が及んでいる。このため、我が国として、技術革新等の取組の強化に加え、資源

エネルギー確保に向けた戦略的対応と国際協調の努力がますます重要となってい

る。また、地球環境問題への国際的取組の枠組みづくりについても、積極的に貢

献していくことが必要となっている。 

 さらに、我が国の財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に継続し

たことから、国及び地方の長期債務残高が 940 兆円、対 GDP 比で 196％（平成 24

年度末見込み）に達するなど、他の先進諸国と比較しても状況は悪化しており、

このままの状況を放置すれば、財政政策は自由度を失って硬直化し、その持続可

能性に疑念が生じて、家計や企業の先行き不透明感を増大させかねない。 

 このような厳しい経済状況が長引く中で、相対的貧困の拡大など格差問題に対

する懸念が高まっており、かつて我が国の経済・社会の基盤を支えた分厚い中間

層が縮小し始めている。こうした動きは、人々に希望と自信を見失わせ、不安

感・閉塞感・喪失感に苦しむ事態を生むこととなり、ひいては社会の不安定化を

招きかねない。 

 こうした課題に加え、喫緊に取り組むべき課題として、東日本大震災・原発事

故からの復旧・復興に全力を挙げるとともに、デフレ脱却に断固として取り組み、

円高・デフレの悪循環を防ぐことが重要になっている。 

これらの山積した問題は、相互に関連し合いながら複層的に存在している。例

えばデフレ脱却の観点からも、前述した構造的課題を克服することは重要である。

しかし、長きにわたりこれらの課題解決の糸口もなかなか見えていない。戦後の

高い経済成長を支えてきた経済社会システムは、制度疲労を起こして綻びが生じ、

それに代わる新たなシステムの確立も見通せていない。我が国の経済、社会、文

化の様々な局面で、将来に向けた持続可能性に対して懸念が広がっており、国民

の間には先行き不透明感が蔓延している。 

 

 こうした課題を克服していくことは、容易なことではない。我が国が明治以来

近代化の過程において辿ってきたキャッチアップ型の国づくりから脱皮し、世界

に先駆けて人口減少を始め困難な課題にチャレンジしなくてはならない。その中

では、厳しい局面に置かれる事態も少なからず予想される。しかし同時に、我が

国が世界のフロントランナーの地位を築き、新たなモデルを世界に発信しリード

する「課題解決先進国」となる、まさに歴史上稀有なチャンスでもある。 

 まず国民全体が危機意識を共有し、こうした困難を超克して明るい将来に向け
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て前進する明確な意志を持たねばならない。そのためには、戦後の高度成長期の

成功体験ばかりに固執するのではなく、むしろ敢えてそこから訣別し、環境変化

に応じて柔軟に変化させていくことを懼れない覚悟が必要である。今日に何も行

動を起こさず事態を座視すれば、未来の可能性に不透明さが増すことになるやも

知れぬことを、肝に銘じておかねばならない。 

 

（３）経済成長のあり方 

 我が国のこれまでの経済や社会のあり方を顧みると、高い経済発展を遂げてき

たにもかかわらず、経済的豊かさである GDP の成長が心の豊かさである幸福感に

結び付いていない、いわゆる「幸福のパラドックス」が生じていた。我々は、こ

れまで経済発展に努力を傾注し、実際に世界有数の高い国民所得を達成したが、

それに見合うべき幸福感を国民が実感できておらず、ともすれば自らの生活や社

会のあり方に深く思いを馳せず後回しにしてきたのではないかという自省の念が

強まっている。昨年の大震災は、国民全体が改めて日本人として、価値観や人生

観、そして幸福観を見つめ直す契機となった。 

今後は、国民一人ひとりが幸福を追求し実感できる社会へと転換していくべき

である。個々人が自他ともに認められ、自己実現の機会に恵まれ、将来への希望

を持てるような「尊厳ある生」を保障されるために、政府は、その「持続可能性

の向上」を確保しつつ、国民の「基礎ニーズの保障」や「関係性の保障」が確保

されるよう、役割を果たさねばならない。 

経済成長は、あくまでその実現のための手段でしかない。「新しい成長」の形

として、GDP といった「量」として示される成長のみではなく、国民一人ひとり

が抱く幸福感に資する「質」としての成長をも重視していく必要がある。こうし

た考え方は、近年欧米諸国においても、経済パフォーマンスや社会発展を示す尺

度として GDP のみを用いることの問題が認識され、幸福度を計る新たな試みが始

められていることに端的に表れているように、成長のあり方自体が世界的に問わ

れ直されている。 

経済成長は、社会全体の幅広い人々が成長の果実を享受できるような成長（イ

ンクルーシヴな成長）であり、共感に満ちた社会を実現する成長でなくてはなら

ない。また、経済・環境・社会が調和し、相互に高め合うことを可能にするよう

な成長でなくてはならない。さらに、持続可能性を持ち、未来世代への道義的責

任を果たせる成長でなくてはならない。そして、人々が幸福感をその胸に感受で

きる、世界の範たる成長でなくてはならない。 

 

 

２．将来の経済社会のあるべき姿 ～「共創の国」づくり～ 

我が国が前述の多くの課題を克服し、閉塞感を打破して未来に向けて前進する

ためには、社会の多様な主体が、現在使っているあるいは眠らせている能力や資
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源を最大限に引き出し、創造的結合によって新たな価値を創出していく社会、

「共創の国」を築き上げねばならない。 

 そして、この創造的結合により新たな価値を創出していくには、異質な存在や

新たな知識に「開かれた心」をもって「交流」し、様々な能力や資源を組み合わ

せ、「混合」して新たな価値を創出し、また自らをも「変容」させていく能力を、

我々自身が備えねばならない。 

これから進むべきは他国に先例のない未知の社会であることから、まず我々自

身が、日本人の価値観・アイデンティティを含め日本を見つめ直してその強みを

再発見し、活用していくことが求められる。時を遡り自身の歴史の中に明日を切

り拓くヒントを探る、いわば「温故知新」の姿勢が有用である。我が国は、これ

までの長い歴史の中で、海外からの知識文化等を受容しつつそれを消化し、日本

独自のものへと変化させていく、風に靡く竹のようなしなやかな強さを備え持っ

ていた。まさに「交流」、「混合」、「変容」を実践する歴史だったのである。グロ

ーバル化への対応やイノベーションの喚起がこれまでになく求められる今日にこ

そ、その潜在的強さを発揮していくことが必要である。 

 このような「共創の国」づくりにより、「活力に溢れ世界を魅了する日本」の

姿を、そしてその中では誰にも「「居場所」と「出番」がある社会」の姿を、将

来の経済社会の姿として実現を目指すものであり、その具体的な姿は、以下のと

おりである。 

 

（１）活力に溢れ世界を魅了する日本 

 国民生活の質を維持・向上させ、将来世代に明るい希望が持てる経済社会を引

き継ぐために、経済成長を確保していくことは、引き続き重要である。そしてそ

の中で、我が国が活力に溢れ世界を魅了する国の姿へと変貌していなければなら

ない。 

 

①イノベーションを基軸に成長力を発揮し、活力と可能性に溢れる国の姿 

現在直面する諸課題は、これまでの延長線上の対応では乗り越えるのが困難

なものが多いが、日本の強みを活かしてイノベーションを喚起し、フロンティ

アを切り拓いていくことにより、経済のさらなる発展の余地を拡大することが

できる。イノベーションを契機に、世界トップレベルの企業・商品サービス・

技術・人材を世界に輩出し集積する国へと変貌させていくことが重要である。

イノベーションは、単なる新製品・新技術の開発等経済の生産活動面に止まら

ない。これまでの延長線上や従来の枠に囚われない自由で新しい発想や創意工

夫により、非連続な発展を実現することである。 

 

【実現に向けた政策の視点】 

我が国は、イノベーションを惹き起こす環境としては、今も世界最高水準の
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技術力を擁していることや、勤勉で質が高く国の 財
たから

である「人財」にも恵まれ

ていること、量的には潤沢な資金供給が確保されていることなど、十分にその

可能性は開けているといえる。こうした環境を最大限活用し、イノベーション

を基軸として成長力を強化し、我が国経済社会の新たな局面を切り拓いていく

ことが重要である。 

そうした活路の開拓を民間主導で促進するために、政府はイノベーションを

喚起するための環境整備の役割を担い、研究開発への支援や新規創業の促進を

図るとともに、規制改革等を推進する。特に、人材の育成の成否は日本の将来

の成長力を規定するだけに、人財戦略を「未来への投資」と位置付けて本格的

に推進する必要がある。 

 

②我が国の魅力を内外に発信し続け、グローバル経済社会をリードする国の姿 

急速に進展する世界経済社会のグローバル化の動きに、目を伏せ背を向ける

のではなく、積極的に世界とのつながりを深め、「アジアの中の日本、世界の中

の日本」として自らの立ち位置を確立し、さらには世界をリードしていく国で

なくてはならない。そして、その努力は、経済活動面だけには止まらない。世

界全体も歴史的転換点を迎え新たなレジームを模索する中で、成熟国家へと成

長した我が国が、一国のみの立場で行動するのではなく世界全体の視点から、

‘我が国らしさ’を保ちながら、その国際的地位と責任に見合ったプレゼンス

（存在感）を示す必要がある。 

我が国がその‘日本らしさ’をアピールして世界を惹きつけるためには、世

界屈指の経済力に加えて、価値観、文化・制度、政策を源泉とするソフトパワ

ーの充実を図ることも重要となる。幸いにも、我が国には世界に対して自信を

持って誇示することのできる社会システムや文化・伝統があり、我が国が平和

を希求し国際社会で果たしてきた貢献は、世界的にも高く評価されている。こ

うした‘日本らしさ’にさらに磨きを掛けていくことが必要である。 

 

【実現に向けた政策の視点】 

グローバル化の動きに積極的に対応し、国際社会における我が国のプレゼン

スを向上させていく上では、以下の３つの視点が重要である。 

１つ目の視点は、グローバル経済のダイナミズムの取込みである。我が国は、

将来的に人口減少等により国内需要の縮小が予想されるなど、一国のみで成長

力を維持するには限界があることから、新興国を中心に急速な拡大を続けてい

るグローバル経済の活力を取り込み、活用していくことが、今後さらに重要と

なる。このためには、自らの需要として国内だけでなく海外の需要も視野に入

れ、内需・外需の区別しないグローバルマーケティングによる市場開拓を行う

など、一国経済の視点ではなく、グローバルな視点からの経済活動展開が重要

である。 
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２つ目の視点は、日本のアジア・太平洋地域におけるプラットフォーム（活

動拠点）化である。世界経済の成長をより直接的に我が国に取り込むには、我

が国自身がプラットフォームになることが、より有効である。すなわち、成長

の源泉であるヒト・モノ・カネ・情報が我が国に引き寄せられて集まり、新た

な価値を創造し、海外との間で自由に行き交うことのできる場とすることであ

る。これにより、我が国をアジア・太平洋地域の発展の中心に位置付けるとと

もに、地域諸国と我が国の経済が連動することで、ともに成長する win-win 関

係を築くことが可能となる。そのため、我が国をヒト・モノ・カネ・情報の集

積地としていくために思い切った規制改革を実施するとともに、主要国と高い

レベルの経済連携を戦略的・多角的に進めることが重要である。 

３つ目の視点は、国際社会における我が国のプレゼンスの強化である。グロ

ーバル経済への対応を迅速かつ適切に推進し、世界経済における経済的プレゼ

ンスを引き続き維持・強化するとともに、国際社会において、新しい国際的秩

序・ルールづくりに積極的に参画し、アクティヴなプレイヤーとして主導的役

割を果たすことを目指していく。また、積極的な国際協力を進め、世界的な

「人間の安全保障」の確保に向けて尽力するなど、‘日本らしい’貢献を進める。

併せて、こうした国際社会への貢献等我が国のプレゼンスを強化していくため、

担い手となる人材の育成を図ることが重要である。 

 

（２）「居場所」と「出番」がある社会  

 国民の多くが将来に対して先行き不透明感を持ち、不安に感じている今日こそ、

誰もが優しさと温かみを実感できる社会を実現することが重要である。特に、経

済社会システムに綻びが生じ、経済の低迷が長期化する中で、その悪影響のしわ

寄せを受けて苦しむ人々に対して、温かい手を差し伸べる社会でなくてはならな

い。そして、国民一人ひとりが「居場所」と「出番」を感じられる全員参加型社

会にしなくてはならない。 

 我が国経済の潜在的な成長力が低下する中で、所得階層間、地域間、世代間な

ど様々な間で格差が意識されるようになっており、経済成長を確保しながら、格

差を是正し固定化させず、軋轢や対立を生まない社会へと改革していくことが必

要である。そして、経済成長の好循環を支え社会の安定の礎となる分厚い中間層

を復活させねばならない。分厚い中間層を、日本を支える「成長の源泉」であり

「豊かな沃地」であるとして捉え、その活躍の機会を最大限に引き出すことは、

成長力を引き上げることにも、また「居場所」と「出番」を確保することにもつ

ながる。 

 

【実現に向けた政策の視点】 

国民のすべての者が「居場所」と「出番」を持ちながら、それぞれの実力を存

分に発揮することが重要である。特に、将来の成長を牽引すべき役割を担う女性
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や若者、中小企業がその潜在的能力を十分発揮できるか否かが、我が国の今後の

成長の姿を左右する。 

すなわち、第１に、女性が活躍できる国にしていくことは、経済の活性化の観

点からも全員参加型社会の実現の観点からも重要であり、そのための環境整備を

図り、共働きで子育てしやすい社会（‘Double Income with Kids’が無理なく実

現できる社会）、女性の活躍で新しい発想によるイノベーションを促す社会を目

指して、官民挙げての取組を進めていく必要がある。 

第２に、若年世代は、まさしく我が国の将来の担い手であり、現在をその人的

資本の蓄積、キャリア形成に本来充てねばならないのにもかかわらず、雇用情勢

が厳しく失業や非正規雇用化を甘受せざるを得ない者の割合が高まっている。こ

のため、単なる事後的なセーフティネットの整備だけではなく、正規雇用の確保

や教育・能力開発の充実等も含め総合的な支援策が必要である。 

第３に、中小企業は、我が国経済の基盤でありその強さの源であるとともに、

将来的に大きく発展し新たな所得・雇用を支えるような、潜在的可能性を秘める

新規起業やイノベーションの母胎をも成す。元気で強い中小企業を育成していく

ことが、我が国経済の未来の可能性を開く鍵であることを踏まえて、中小企業の

潜在力が十分発揮されることを支援する必要がある。 

また、地方の経済に活気がなくては、我が国の経済再生は考えられない。地方

の活力がその地独自の創意と努力に基づいて高められ、地方発のフロンティア開

拓へと開花させていくことが重要となる。その中で、今日において地域経済は、

もはやグローバル経済と密接不可分な関係にあり、しかも年々そのつながりを深

めている。このため、両者が相乗的に好影響を及ぼし合いながら、持続的発展を

遂げるよう、その環境整備を行う必要がある。各地方には、世界で通用する魅力

や資源があり、また各地にオンリーワンの企業も多数存在している。こうした潜

在的なシーズを海外展開し、また海外の経済のダイナミズムを地域経済に取り込

むことにより、その地方独自の産業や雇用のあり方をつくり上げていくことが可

能となる。 

 

（３）「共創の国」における国民の生き方・働き方 

 我が国が活力に溢れ世界を魅了する国となり、「居場所」と「出番」がある社

会となった暁には、我々の生き方・働き方は多様な側面を併せ持つ姿となってい

ることが期待される。すなわち、一方では、イノベーションを基軸に潜在力を掘

り起し、活力に溢れる経済へと変容することにより、世界トップレベルの企業や

人材を輩出している。そして、進展するグローバル化をチャンスと捉え、個人、

企業、国等多様な主体が世界を舞台に最前線で活躍しており、また誰もが飛躍で

きる可能性を感じられているようでなくてはならない。 

他方では、地域社会で共生し、コミュニティの中で「居場所」と「出番」があ

り、優しさと温かみを得て安らぎを感じられている。そしてそこでは、一人ひと
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りが自らの利益を超えて社会全体のために貢献する喜びを実感できるような「新

しい公共」を創造しなくてはならない。震災の苦難の場面で改めて確認された日

本人の‘絆’が、日本人であることの誇りを思い起こさせたように、人と人との

つながり、社会とのつながりが自分自身を再確認させることにもなる。 

 こうしたいわば「グローバル」な生き方・働き方と「ローカル」な生き方・働

き方は、二律背反でも二者択一でもなく、それぞれの主体の中で、調和を保ちな

がらともに実現できるものである。 

 

  

３．日本再生戦略の策定  

 

（１）新成長戦略策定の背景 

 政府は、2010 年 6 月に新成長戦略を策定し着実に実行してきた。策定当時は、

90 年代初頭のバブル崩壊後約 20 年間にわたり日本経済が低迷し、閉塞感が続い

ていることに強い危機感が持たれ、特に低迷する経済、拡大する財政赤字、信頼

感が低下した社会保障がその主たる要因と分析した。このため、「強い経済」、

「強い財政」、「強い社会保障」を一体的に実現し、元気な日本を復活させること

を目標として、戦略の策定が行われたところである。 

 また、その際には、公共事業中心の経済政策には依存しない一方、行き過ぎた

市場原理主義に基づき、供給サイドに偏った生産性重視の経済政策をも採用しな

い、いわば「第三の道」を政策の方向性に定めた。すなわち、経済社会が抱える

課題の解決を新たな需要や雇用創出のきっかけとし、それを成長につなげようと

する「課題解決型」の国家戦略である。 

 

（２）日本再生戦略策定の意義 

 新成長戦略の策定以降には、東日本大震災の発生や急速な円高の進行、欧州政

府債務危機の影響を受けるなど、我が国経済は、いわゆるリーマン・ショックに

よる急激な悪化から持ち直しの動きが見え始めた矢先に、再び危機に直面した。

特に東日本大震災は、国民から多くの大事なものを奪い、国民生活や経済活動を

混乱させたばかりでなく、人生観・価値観を問い直す機会となる未曾有の経験で

あった。 

 日本再生戦略の策定においては、こうした様々な状況の変化に鑑み、以下の考

え方を踏まえたものとして策定している。 

① 新成長戦略が有する問題認識はそのまま引き継ぎ、足元の経済状況の厳し

さを踏まえ、強化・再設計を図る。 

② 我が国の最優先課題である東日本大震災からの復旧・復興対策を速やかに

推進する（震災後の経済再建、インフラ復旧、防災・減災対策、生活再建）。 

③ 我が国経済の当面の重要課題であるデフレ脱却に強力に取り組む。 
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④ 社会保障・税一体改革の着実な実現を図る。 

⑤ 震災の経験を踏まえ、国や経済・社会の望ましいあり方を改めて見つめ直

し、思い切った一歩を踏み出す。 

 

（３）日本再生戦略の構成 

 「共創の国」づくりにより、「活力に溢れ世界を魅了する日本」を実現し、

「「居場所」と「出番」がある社会」を構築するためには、イノベーションを基

軸に成長力を発揮することに加え、グローバル経済社会への対応として、グロー

バル経済のダイナミズムの取込みやアジア・太平洋地域におけるプラットフォー

ム化、国際社会におけるプレゼンスの強化を推進すること、そして分厚い中間層

を復活することが、目指すべき政策の大きな目標となっている。 

 このため、日本再生戦略の具体策は、政策群を主に①更なる成長力強化、②分

厚い中間層の復活、③世界における日本のプレゼンスの強化、の３つの観点で大

きく分け、それに対応して構成している。 

 

また、日本再生戦略の策定に当たって、以下の点を特に重視している。 

第１に、マクロ経済との関係においては、デフレ脱却が喫緊の課題であること

から、日本再生戦略中においてもデフレ脱却のための施策が重要な役割を担って

いる。 

 第２に、経済成長そのものだけでなく、成長によって国民生活がどのように変

化するのかが重要であることに鑑み、前述の「グローバル」な生き方・働き方や

「ローカル」な生き方・働き方を実現することを、その政策の方向性として重視

しながら取りまとめを行っている。 
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Ⅱ．震災・原発事故からの復活 

１．東日本大震災からの復興 

（１）総力を挙げた早期復興と絆の強化 

東日本大震災は正に未曽有の国難であり、被災地域における社会経済の再生及

び生活の再建と活力ある日本の再生のため、総力を挙げて、復旧・復興に取り組

む。昨年７月に東日本大震災復興対策本部において決定された「東日本大震災か

らの復興の基本方針」に基づき具体策の確実な実施を図る。 

被災地では、鉱工業指数が震災前の水準並まで戻りつつあり、農業・水産業・

観光業等も改善がみられるが、津波被害地域等の本格的な復興は今後の課題とな

っている。また、被災３県の雇用情勢は、沿岸部を中心に依然として厳しい状況

であり、被災地の産業復興と雇用確保を進める。被災者に寄り添いながら被災地

の復興を成し遂げるため、本年２月に設置された復興庁は、ワンストップで被災

地の要望をきめ細かくくみ取り、全体の司令塔となって、復興事業をこれまで以

上に加速する。また、復興過程等を明らかにする工程表を活用した適切なフォロ

ーアップを行っていく。 

我が国は、大震災発災以降今日まで 163 の国・地域と 43 の国際機関から支援

の申出を受けており、世界も日本の復興と再生に注目している。大震災からの復

興に当たっては、国際社会との絆を強化し、諸外国の様々な活力を取り込みなが

ら、内向きでない世界に開かれた復興を目指す。 

 

（２）原発事故収束に向けた集中的な対応 

原発事故については、「福島の再生なくして、日本の再生なし」の考え方の下、

「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」で定めたステップ

２の完了を昨年 12 月に確認した。今後も、政府・東京電力中長期対策会議にお

いて決定された「福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置に向けた中長期ロ

ードマップ」に沿って、中長期的視点で廃止措置に必要な人材の育成・確保を図

りつつ、廃止措置に向けた取組を着実に進めるとともに、国際的な研究開発の拠

点化を図る。特に廃止措置については、人間だけでは対応できず、遠隔操作可能

なロボットなどの開発に国内外の叡知を結集させるが必要不可欠である。このた

めには、技術開発や実証などに可急的速やかに取り組まなければならず、これら

が成功しない限り、廃止措置を着実に進めることはできない。関係省庁はこれに

ついて共通の認識を持ち、廃止措置に向けた研究開発体制の強化を図り、一刻も

早い対応を行うことが求められる。あわせて、被災者の生活再建に向け、除染の

実施、住民の健康管理等に全力で取り組むとともに、被災者が迅速かつ適切に賠

償金の支払を受けられるよう、「原子力損害賠償紛争解決センター」による和解

の仲介、原子力損害賠償支援機構による賠償支援等を通じ、賠償金の支払に万全
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を期していく。 

 

（３）被災地の復興を日本再生の先駆例へ 

東日本大震災からの復興においては、被災地の発展が持続的なものとなり、被

災地の復興が日本再生の先駆例となるよう、復興特区や民間資金の十分な活用を

図りながら、新産業の創出など新成長戦略を先取りして実施する。 

特に、グリーン、ライフ、科学技術、情報通信等のイノベーションを新たな産

業・雇用の創出に結び付ける取組などを強力に推進し、地域の強みをいかした被

災地の復興を我が国最先端の地域モデルとしていく。 

例えば、エネルギー・環境分野でのイノベーションとしては、「東日本大震災

からの復興の基本方針」において、再生可能エネルギーの利用促進とエネルギー

効率の向上、スマートコミュニティ、環境先進地域（エコタウン）の実現等に取

り組むこととしており、被災地を先駆例として、研究開発拠点の構築、再生可能

エネルギーの導入促進、地域資源を活用した電力・熱等の供給システムの導入促

進、低炭素のまちづくり等を実現する。 

また、医療・介護分野でのイノベーションとしては、東北大学を中心として地

域的な医療健康情報の蓄積・共有・活用を行う「東北メディカル・メガバンク計

画」について、今後、被災地の住民を対象として健康調査を実施し、大規模なバ

イオバンクを構築して個別化医療等の基盤を形成し、東北発の次世代医療の実現

を目指す。岩手、宮城、福島の東北３県においては、革新的な医薬品・医療機器

等の開発を促進するため、医師主導治験の推進、創薬拠点・がん治療拠点の構

築、医療機器・ロボットの開発等に先駆的に取り組む。 

ものづくりや農商工の分野においては、企業連携や事業の共同化による経営刷

新を促進することで、高付加価値化と産業集積を図る。さらに、前例のない税制

特例（新規立地新設企業を５年間無税とする措置）や大胆な規制緩和を認める

「復興特区制度」の活用を促進し、国内外から新たな企業の投資を呼び込み、復

興を加速する。 

このように、被災地の復興を日本再生の先駆例とすべく、「東日本大震災から

の復興の基本方針」に基づき、復興施策を着実に実施する。 

 

（４）防災・減災の取組強化 

災害は、時として人知を超えた猛威を振るい、多くの人命を奪うとともに、国

土及び国民の財産に甚大な被害を与える。我が国は、災害が発生しやすい自然条

件や、稠密な人口、高度化した土地利用、増加する危険物等の社会的条件を併せ

持っており、国土・地域や国民の生命・身体・財産を災害から保護する「防災」

は、極めて重要な施策である。 

災害に上限はなく、またその発生を完全に防ぐことは不可能である。たとえ被
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災したとしても人命が失われないことを最重視し、災害時の被害を最小化する

「減災」の考え方に基づき、災害に強い国土・地域づくりを推進することが必要

である。被害の軽減に向け、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の各段階

で、行政機関、事業者、住民等が一体となって、交通インフラの代替性・多重性

の確保、施設の耐震化や治水施設の整備等のハード対策と、警戒避難体制の強化

などのソフト対策を組み合わせて災害に備えなければならない。 

このような考え方に立って、東日本大震災の教訓を生かし、被災地をはじめ我

が国全体の災害に対処する能力の増強を推進する。 

 

 

２．エネルギー・環境政策の再設計 

 

（１）エネルギー・環境戦略の白紙からの検証 

現在、東日本大震災及び東電福島原発の事故を経て、エネルギー・環境政策を

白紙から見直しており、国家戦略会議の分科会であるエネルギー・環境会議にお

いて、８月を目途にエネルギー・環境の大きな方向を定める「革新的エネルギ

ー・環境戦略」を決定し、エネルギーミックスの大枠と、2020 年、2030 年の温

室効果ガスの国内排出量等を示すこととしている。 

東電福島原発の事故の反省を踏まえ、この戦略において、原発依存度をできる

限り下げることを、政府の基本的な方針とした。 

この方針の下、これまで、関係する審議会などがエネルギーミックスや地球温

暖化対策などの選択肢について議論を重ねてきた。昨年 12 月にはエネルギー・

環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電には相当程度の社会的費用があり、

原子力発電、火力発電、再生可能エネルギー発電の価格差は今まで指摘されてい

たよりも中長期的にはかなり近接するとの報告を行った。その結果を踏まえ、エ

ネルギー・環境会議は、選択肢提示に向けた「基本方針」をとりまとめた。関係

会議体での議論、あるいは各種世論調査等では、原発依存度を減らすという方向

性は共有されつつあるが、どの程度の時間をかけてどこまで減らしていくべきな

のか、どのエネルギーで補っていくべきなのかを巡っては大きく意見が分かれて

いる。 

 

（２）原発依存度を低減し、グリーンへシフト 

エネルギー・環境会議は、原発依存度をできる限り下げるにあたり、中長期的

には、クリーンエネルギーや省エネルギーにてエネルギー構造の重点をシフトす

ることを基本とした。本年６月、エネルギー・環境会議は、エネルギーミックス

と環境に関する３つの選択肢を提示した。原発依存度を震災前の 2010 年の実績

値 26％から、2030 年までに０％、あるいは 15％、または 20％から 25％まで下げ

ていくという３つのシナリオである。いずれも、再生可能エネルギー、水素や蓄

電システムなどのクリーンエネルギーや、省エネルギーに重点をシフトし、原発

依存度も化石依存度も下げ、今よりもエネルギー安全保障を改善し、温室効果ガ
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スを削減する選択肢となっている。 

原子力に変わるエネルギーについては、化石燃料による火力発電で原子力を補

うことは現実的な対応だが、新興国を中心とするエネルギー需要の増加や、資源

国におけるいわゆる「資源ナショナリズム」の高まりや不安定な情勢により、化

石燃料の価格は長期的に見れば上昇し続けると見通されている。化石燃料に頼る

と輸入負担も CO2 も増えてしまう。化石燃料への過度な依存は、原発への依存度

を下げる中でも、下げていかねばならない。 

 このような中で、政策資源を総動員して国民の省エネルギー、再生可能エネル

ギーの導入を力強く支援していくことが必要である。電源に占める再生可能エネ

ルギーは約 10％。これをどのシナリオを選ぼうとも、この２０年弱の間に 25％

から 30％以上にまで拡大する。省エネルギーも、生活水準や産業活動が今から

30 年までに 2 割程度拡大しても、エネルギー消費はむしろ今より２割減らす方針

で進める。 

一方で、現状、再生可能エネルギーのコストは高い。天候次第で発電量が大き

く変動し不安定である。短期的には、再生可能エネルギーのウエイトを上げれば

上げるほど、コストが嵩む。また、省エネルギーを強化すればするほど対策はよ

り高コストとなる。 

再生可能エネルギー導入や省エネルギーを強化していかねばならないが、どこ

までのコストを受け入れて、どこまで厳しい規制を導入して、再生可能エネルギ

ー導入、省エネルギーをどこまで拡大するのかが大きな論点となる。 

 

（３）石油危機の経験と教訓 

我が国は石油危機に直面した際、石油依存度の低減を達成するために代替エネ

ルギーの活用が進んだ。省エネルギーについては省エネ法が制定され、特に産業

部門においては省エネルギー投資を積極的に進めていくための後ろ盾となったほ

か、ビル等の省エネも進展させた。また、その後の省エネ法改正で導入されたト

ップランナー制度の導入により、家電の高効率化、自動車の燃費改善が進み、我

が国の製品が海外市場でも評価され、我が国の経済成長に寄与した。さらに、サ

ンシャイン計画・ムーンライト計画といった新エネルギー・省エネルギーの長期

的な研究開発プロジェクトにつながり、今の日本のエネルギー技術を支えている。 

このように石油危機は、石油依存度低減という制約により、産業構造の転換と

新しいエネルギー供給のあり方、新しい生活のあり方を生み出し、それが経済成

長の推進力を生み出した。 

今、我が国は当時と同じように原発依存度低減というエネルギー制約をバネに

して、新しい社会変革、進化した産業構造による「グリーン成長」を達成しなけ

ればならない。 

 

（４）グリーン政策大綱の策定に向けて 

グリーンイノベーションは、これまでは受け身の存在であった家計や業務部門

といった需要家を主役に押し上げることを可能にした。今回明らかになった大規

模電源集中型の電力システムの脆弱性を補完するには、分散型のエネルギーシス
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テムを構築することが必要となる。再生可能エネルギーや家庭用の定置用燃料電

池等、新しいコンパクトなエネルギー供給技術が確立したことで、各家庭レベル

でもこれを導入することが可能になった。また、近年エネルギー消費が増大して

いる業務・家庭部門についても、今回の節電の経験を通して省エネ・節電の余地

があることが確認され、省エネ・節電関連製品が新たな市場を生み出した。この

経験を一過性のものにすることなく、継続するためにも需要と供給が相互連鎖し

て新市場を創出するモデルを確立する必要があり、政府はこれを先導しなければ

ならない。 

また、グリーンイノベーションは、他の分野との新結合により、イノベーショ

ンの連鎖を起こし、新しい産業の創出、産業構造の進化を実現する。 

これまでの日本の海外市場戦略は国内市場で技術を確立し、海外に展開するとい

うケースが多かったが、近年このビジネスモデルに限界が来ている。それはグロ

ーバル市場の技術競争スピードと新興国のコスト競争力がかつてない水準に高ま

っているからである。このような中で我が国のグリーン関連産業がいかにして①

利益を上げ、②国内外で同時に成功し、③一過性ではなく継続的なビジネスを行

えるモデルを作るのかということが重要になってくる。我が国の強みはどこにあ

り、バリューチェーンのどの部分で優位性を発揮して国際市場で戦うかの戦略が

企業に求められるとともに、官民一体でこれを進めて行くことが重要となる。 

政府の産業政策はこのような市場・社会の変化に対応し、業種ごとに対策を考

えるという縦割り型の発想から、どんな社会がのぞましいか、その社会を達成す

るためにはどのような技術が求められているのかといった横軸の発想による政策

立案が求められる。 

政府は目標を設定し、これを見える化することで企業・家計と目標を共有し、

社会の方向性を打ち出す。市場に対しては公平・公正なルールの下、価格メカニ

ズムが働く競争的な市場を整備することで、家計の厚生を高める。企業に対して

は規制・制度の見直しや、規格・標準化により新たな製品が生まれ、普及するよ

うな環境を整備する。また、エネルギー市場の変革に対応した送配電網の強化や、

ガスパイプラインの整備など新しい公共財の整備に対する政府による環境整備は

重要であり、情報通信技術を駆使して、エネルギーを効率的に利用するスマート

コミュニティなどのプラットフォームを整備していくことでより効率的で利便性

の高いインフラを形成していく。さらにいえば、国際的な枠組み・ルールなども

新しい公共財といえる。 

新しい市場の創造においては、ファイナンス面での政府の役割も大きく、新し

い技術を生み出す長期的な研究開発、先端技術の初期需要を生み出すような投資

の支援などが考えられる。民間事業者では取りきれないリスクを政府が管理・補

完するとともに、時には投資の呼び水として政府が資金提供することで民間金融

機関等の投資を促し、新たな市場への資金流入と市場拡大を促す。さらに、途上

国のニーズを捉えたグローバルな視点での官民による市場戦略等を実施する。 

政府は、グリーン成長のコンセプトを具現化する先導的中核分野を設定し、日

本再生戦略に位置づけ、集中的に進めていく。更に、年末までに、より具体的な

目標や政策を盛り込んだ「グリーン政策大綱」をとりまとめる。 
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Ⅲ．デフレ脱却と中長期的な経済財政運営 

我が国経済にとって当面の最大の課題であるデフレ脱却に向け、政府は日本銀

行と一体となって取り組む。さらに、日本再生に向けた取組を進め、社会保障・

税一体改革を推進することなどにより、所得の増加を伴う国民全体にとって望ま

しい経済成長と財政健全化を共に実現する。 

１．デフレ脱却の道筋 

（１）デフレの背景 

我が国経済は、10 年以上にわたりデフレから脱却できない状況が続いている。

長期にわたるデフレの背景には、需給ギャップの存在、企業や消費者の成長期待

の低下、デフレ予想の固定化といった要因がある。需要不足や物価の下落が所得

を減少させ、デフレ予想と成長期待の低下を生み、更なる需要の下押しと物価の

下落圧力をもたらすという状況が続いてきた。近年は、急速な円高の進行もデフ

レ圧力となり、逆にデフレが円高の背景となっている面もある。この間、原油等

の輸入価格上昇によるコスト増が生じても、新興国との厳しい競争に直面してい

る分野などでは製品やサービスの価格を引き上げることができず、賃金や収益が

圧縮されてきた。輸出価格と輸入価格の比である交易条件は悪化し、国民の実質

的な所得・購買力（実質 GNI）は押し下げられてきた。 

現在、景気は復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつある。内需の高ま

りを受け、需給ギャップが縮小し、物価の下落テンポは緩和してきている。現在

の経済状況を、外需を中心とする景気回復によって物価が一時的に上昇（平成 18

年～平成 20 年）するに至った過程と比較すると、今回は、（ⅰ）復興施策の効果

が景気を支え当面は内需主導の成長が見込まれる、（ⅱ）労働需給の状況に照ら

し、賃金動向はやや強い、（ⅲ）家計の物価予想も底堅い、といった望ましい状

況が生まれつつある。 

現在も緩やかなデフレ状況が続いており、平成 24 年度後半には復興施策の効

果の縮小を背景に経済成長率が前期比でみて緩やかなものになっていくことや、

欧州政府債務危機、電力供給制約等の様々な景気下振れリスクに鑑みると、十分

な注意が必要であるが、今こそ、デフレという長年の問題と決別するチャンスで

あり、全力で取り組む。 

（２）デフレ脱却に向けた政策の基本方向 

デフレ脱却の好機を逃すことなく、適切なマクロ経済政策の運営と、デフレを

生みやすい経済構造の変革に全力を尽くし、所得の増加を伴う国民全体にとって

好ましい成長の実現を目指す。 

政府と日本銀行は、デフレ脱却が極めて重要な課題であるとの認識で一致して
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いる。日本銀行は、当面、消費者物価上昇率１％を目指して、強力に金融緩和を

推進することとしている。政府は、日本銀行に対して、デフレ脱却が確実となる

まで強力な金融緩和を継続するよう期待する。 

政府は、平成 24、25 年度を念頭に、２．に掲げるとおり「モノ」、「人」、「お

金」をダイナミックに動かすため、規制・制度改革、予算・財政投融資、税制な

ど最適な政策手段を動員し、平成 25 年度予算編成プロセス等においてさらに対

応を具体化する。特に、規制・制度改革は、市場における競争を促し、我が国の

経済構造を変革し、経済活性化につながる必要不可欠な取組であることから、よ

り一層強力に推進する。これにより、生産、分配、支出にわたる経済の好循環、

賃金や収益の増加を伴う成長を実現し、早期のデフレ脱却につなげていく。また、

経済動向を踏まえ、必要な場合には柔軟かつ機動的な政策対応を図る。なお、急

速な円高の進行など為替市場の過度な変動は、経済・金融の安定に悪影響を及ぼ

すものであり、引き続き、緊張感を持って市場の動向を注視し、必要な時には断

固たる措置をとる。民間部門においても、デフレに結びつきやすい構造を見直し、

付加価値を高めていく取組が期待される。 

需給ギャップは、23 年度 3％程度、本年 1-3 月期には 2％程度と縮小してきて

いる。今後は、引き続き東日本大震災からの復興等に努めるとともに、上記のよ

うな政策対応を図ること、また 25 年度にかけて電波の有効活用やエネルギーの

安定供給等の分野で民間投資が計画されていること等により、内需が回復するこ

とを通じ、需給ギャップは平成 25 年度に向けて縮小傾向が続いていくとみられ、

さらに、物価上昇期待、成長期待が徐々に高まることなどから、デフレ脱却に向

けて改善が進むと考えられる。 

政府は、デフレ脱却と経済活性化のために、「デフレ脱却等経済状況検討会議 

第一次報告」を踏まえ、同会議において、政策の具体化とその推進を引き続き行

うとともに、デフレ状況を含めた経済状況及び経済運営について、年２回（年初

及び年央）、定期的に点検を行う。 

 

 

２．デフレ脱却と経済活性化に向けて重視すべき政策分野 

（１）モノを動かす 

我が国は、700 万戸以上の空家を抱える一方、中古住宅流通市場が小さく、住

宅ストックが有効に活用されていない。他方、子育て世帯の広い住宅へのニーズ

は満たされておらず、また、東日本大震災後には耐震化・エコ住宅化への需要が

高まっている。さらに、インフラの更新や、災害への対応のニーズも高い。これ

らのニーズを実現し、資産の価値を高めるとともに、不動産流通市場を活性化す
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る必要がある。 

我が国の住宅政策については、住宅の「量」の確保から住生活の「質」の向上

を追求する時代に転換した。耐震化・エコ住宅化の加速、住み替えを促進するこ

と等を通じて、「広くて、耐震、エコな」住宅整備を進めるとともに、消費者に

必要な情報の整備・提供や築年数を基準とした価格査定手法の見直しなど不動産

流通システムの抜本改革を図る。加えて、重要な建築物の耐震性の確認と表示、

民間資金導入のための不動産証券化手法の制度整備等も通じた必要な耐震改修を

進める。また、PFI の強力な推進、財政投融資の活用などにより、インフラ更新

等の投資を促進する。 

モノやサービスの面では、アジアなどの成長を取り込むため、次世代技術の研

究開発等による製造業の非価格競争力の強化や、新興国との厳しい価格競争にさ

らされている分野からの事業転換を進めるとともに、インフラ・システム輸出や

クールジャパン戦略の推進と並行して、広範なサービス分野の海外展開の推進体

制を整備する。また、潜在的な国内需要を実現するため、医療、介護等の分野に

おけるビジネス展開を促進するとともに、サービス産業のビジネス機会拡大のた

め、公共データの民間開放・利活用を進める。さらに、社会保障・税一体改革に

より、全世代を通じた国民生活の安心を確保することを通じ、消費や経済成長に

寄与していくことが期待される。また、消費者が安心できる市場を整備する取組

を強化する。 

（２）人を動かす 

生産年齢人口が減少する中で、経済成長の主たるエンジンとして「人材」の重

要性が増している。しかしながら、企業や家計の余力低下に伴い、人的資本の蓄

積は停滞し、能力を活かす機会や職場も不足している。所得の増加を伴う成長を

実現するために、人材育成と機会の拡大が急務となっている。 

働く人々がより高い価値を生み出す能力を身につけるため、企業の人的投資や

働く人の自己研鑽を幅広く推進するとともに、高齢者等による次世代の人材育成

のための投資・寄附の拡大を支援する。 

また、働く人がその能力を最も発揮できる産業や職場に移ることができるよう、

政策の重点をリーマン・ショック後の危機対応のための「守りのモード」から、

新たな就業や起業を拡大する「攻めのモード」にシフトする。このため、若者や

女性の起業等の支援や産業振興と連携した地域の雇用創造、成長分野である農業

の６次産業化や法人化等を促進するとともに、雇用のミスマッチの是正に向け、

インターンシップの拡大等を図る。リーマン・ショック後の危機対応措置につい

ては、経済・雇用情勢を踏まえつつ、次の段階に向けた検討を進めることとし、

雇用調整助成金については、労使の意見も聞きながら、平常時の対応に戻す。中
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小企業金融円滑化法の平成 24 年度末までの最終延長を踏まえ、中小企業の抜本

的な経営改善支援を進める。中小企業に対する公的な信用保証（セーフティネッ

ト保証５号）については、平成 24 年度上半期は引き続き原則全業種指定の運用

を継続しているが、下半期の指定業種についてはきめ細かく業況を見て判断する。

また、成長分野における人材の育成のための職業訓練や教育・マッチングサービ

スを促進するとともに、経営者の再起を促す方策の検討を進める。 

さらに、公正で働きがいのある就業環境に向け、非正規雇用と正規雇用の均

等・均衡処遇の実効性を高め、キャリア形成や正規雇用転換を支援するとともに、

政府全体として、女性の活躍を促進するための取組を加速する。また、外国人向

けの事業環境・生活環境の整備を加速する。 

（３）お金を動かす 

約 1,500 兆円の個人金融資産の半分以上が現預金で保有される状況が続くなど、

民間のお金が成長分野に十分には回っていない。成長ファイナンス推進会議にお

ける検討を踏まえ、過半の金融資産を保有する高齢者を含め民間のお金の流れを

活性化し、消費や投資につながるメカニズムを構築する。 

 

 

３．中長期の経済財政運営 ―経済成長と財政健全化の両立― 

人口減少・高齢化の継続により、労働供給面からの制約等が懸念される中で、

平成 32 年度（2020 年度）までの平均で、名目 3％程度、実質 2％程度の成長を達

成することは、デフレを脱却しても相当な困難を伴う課題である。デフレからの

脱却を確実なものとするとともに、日本再生に向けた取組を推進すること等によ

り、グローバル化のメリットを最大限活かし、国内経済のダイナミズムを強化す

るとともに、分厚い中間層を復活させること、そして、それらの好循環を実現す

ることが必要となる。これらに取り組むことにより、所得の増加と付加価値生産

性の向上を伴った持続力のある成長の実現を目指す。 

具体的には、グローバル化のメリットを最大限活かすため、非価格競争力の強

い分野を育てることに加え、新興国との価格競争に直面している事業からの事業

転換を進めること等により交易条件の改善を図るとともに、海外市場で高い利益

を得ることができる広範な産業が海外展開しやすい環境を整備するため、高いレ

ベルの経済連携を始めとした取組を進める。また、国内経済のダイナミズムを強

化するため、成長マネーの供給拡大、規制改革の推進などを通じて、新規参入や

事業転換等を促進する環境、ひいてはイノベーションが社会で幅広く起こる環境

等を整備する。さらに、分厚い中間層の復活に向け、我が国経済社会を支える人

材の育成、正規雇用と非正規雇用の間の公正な待遇の確保、女性・高齢者等の多
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様な人材の多様な働き方による社会参加の促進などに取り組む。 

今回の社会保障・税一体改革は、社会保障の安定財源を確保し、安心できる社

会保障制度の確立によって、人々の不安を減らし、消費を促し経済活動を拡大す

ることを通じて新たな成長の基盤となるとともに、医療・介護サービスの充実に

よって雇用を創出することなどを通じて、経済成長に寄与していくことが期待さ

れる。平成 26 年 4 月及び 27 年 10 月に予定されている消費税率引上げに伴う駆

け込み需要とその反動による影響などについては政府として適切に対処し、また、

日本銀行と一体となって、デフレ脱却を確実なものとするとともに、引き続き安

定的な物価上昇の定着を目指して取り組む。 

また、欧州政府債務問題を契機に、世界全体で、財政リスクへの市場の懸念が

高まっている中で、社会保障・税一体改革の着実な実施を図ることなどにより、

「財政運営戦略」（平成 22 年６月 22 日閣議決定）に定められている平成 27 年度

（2015 年度）段階での財政健全化目標の達成に向かうことで、「社会保障の安定

財源確保と財政健全化の同時達成」への第一歩が踏み出されることになる。 

経済成長と財政健全化は車の両輪として同時に推進していく。 

上記のような取組を通じて、平成 32 年度（2020 年度）までの平均で、名目成

長率で３％程度、実質成長率で２％程度を目指した望ましい経済成長の在り方に

早期に近づけていく。さらに、交易条件の改善と海外からの所得受取の増加によ

り実質国民総所得（GNI）の向上につなげ、国民の購買力、実質的な豊かさの向

上を伴う成長を目指す。 

中長期的な成長へのリスクとしては、電力・エネルギー制約が経済活動を制約

するリスク、資源価格の更なる上昇が所得流出を通じ経済の重しとなるリスク、

震災等の大規模災害が起きるリスクなどが考えられる。成長力強化や防災等への

取組を強化する中で、これらのリスクへの備えを進める。 
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Ⅳ．日本再生のための具体策 

以上のように、日本再生を力強く進めていくためには、政策の基軸として、ま

ずは「デフレ脱却」、そして「グローバル化」と「地域化」の３つの取組方向を

推し進め、構造転換を通じて日本経済の成長を実現していく必要がある。こうし

た考え方に立って、日本再生戦略では、これまでの新成長戦略の徹底検証と強

化・再設計を行った。 

具体策の検討に際して、まずは現下の取組状況を厳しく検証した。特に、「成

果の達成を基軸とする政策運営」を行う観点から、施策を実施したか否かのチェ

ックに留まらず、国民に対して明確に成果を説明できるかを評価基準として、

往々にして成果等について過大評価になりがちであることから、新成長戦略の各

施策の実施状況について厳しくフォローアップを行った。その結果、新成長戦略

で実施が予定されていた施策については、９割以上が工程表に即して推進されて

いたが、成果が出るまでに一定の期間が必要であるとはいえ、必ずしも成果につ

ながっていないものや、成果を十分に確認できないものが散見された。このため、

施策の実施が工程表から遅れているものの実行加速はもとより、諸般の事情等で

成果が十分に確認できないものについては、そのボトルネックを解消できるよう

施策の見直しを行った。 

また、今後は「成果の達成を基軸とする政策運営」をより明確に行うことがで

きるよう、各政策分野において、2020 年度までに実現すべき大目標の充実に加え、

当該大目標を達成するための中間の数値目標（原則として 2015 年度までに達成

すべき目標）を原則として施策群ごとに設定するなど、達成目標の明確化を図る

とともに、具体的な取組（アクション）を年度ごとに明らかにした。 

さらに、東日本大震災などこの２年間に生じた状況の変化等を十分に踏まえ、

昨年末の日本再生の基本戦略に基づき、各政策分野で新たに思い切った取組の導

入・拡充を行った。 

今後は、以下に示す内容に従って取組を進め、できる限り実行を加速すべきも

のは加速し、前倒しを進めながら、日本再生を実現していく。 

 

 

１．政策実行の枠組み 

（１）政策対象の明確化による施策のメリハリある実施 

力強い日本再生に向けて有効な取組を戦略的に実行していくためには、達成目

的となる政策対象（ターゲット）を明確にして、規制改革、予算、税制等の政策

手段（ツール）を効果的に活用し、重点的・集中的に施策を実施していくことが

重要である。 
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日本再生戦略では、まずは「デフレ脱却」に向けて取り組む。また、「グロー

バル化」「地域化」の方向を同時に推し進めるため、日本再生に向けた具体的な

取組を一覧でまとめた工程表と、戦略的に重要と考える 38 の重点施策を示して

おり、これら重点施策を中心とした着実な実施を図り、掲げられた数値目標等の

達成を進めていくことが必要である。 

また、その中でも特に、厳しい財政状況等を背景として施策実現に投入できる

資源（リソース）には限りがあることから、現下の国内外を取り巻く厳しい社会

経済情勢を踏まえ、経済成長の押上げと国民生活の改善を図るため、 

・ 我が国の強みを生かしたジャパンブランドの再生 

・ オールジャパンでの創エネ・蓄エネ・省エネ 

・ 地域や中小企業の活性化 

・ 広くて、耐震性、環境性能に優れた住まいやまちづくり 

・ 最先端医療の追求と地域医療の充実 

・ 若者や女性など、大いにチャレンジできる人生設計の支援 

など、少子化対策、暮らしの向上や経済・地域の活性化等に結びつき、その速や

かな実施が特に求められる施策横断的なプロジェクトを優先して、課題への対応

を円滑に行っていくこととする。 

特に、今後３年間は、変化の激しい社会経済情勢を踏まえ、力強い日本再生へ

と結び付けていく施策実施の重要な期間であり、集中取組期間として施策の重点

実施に努める。 

 

（２）政策実行手段の確保 

施策の重点実施に当たっては、政策目標を達成するために効果的・効率的な手

段・方法等を適切に選択して取り組むこととする。 

 

①行政刷新の取組との連携や予算の重点化等 

日本再生を実現するための施策を効果的に推進する観点から、行政刷新の取

組等と連携しつつ、無駄を省いた効率的な施策の実施、関連する府省の施策連

携の促進、類似施策の重複排除とともに、規制改革等を進める。 

同時に、重要度の高い目標を確実に達成していくため、予算等の重点化が可

能となるような取組を推進する。 

また、厳しい財政状況を踏まえ、財政投融資について、税財源によらない財

政対応の重要性を勘案し、積極的な活用を図る。 

 

②総合特区の活用 

総合特区は、地域の自主性と資源を活かした取組について、規制の特例措置
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を軸として、税制、財政、金融上の支援措置をパッケージ化して講じるもので、

いわば本戦略に掲げる 11 の成長戦略全体を包摂し、成長に向けた活性化の突破

口となるものである。 

このため、各政策分野の政策展開においては、貢献が期待される研究機関等

の重視など、総合特区が十分な成果を発揮できるよう取り組みながら政策目標

の達成に努めるものとする。 

 

③金融機能の強化による支援 

成長力強化のための海外展開や地域の中小企業支援など、企業や国民の幅広

い事業活動等を資金面で支えるため、関係政府系金融機関相互の連携及び政府

系金融機関や民間金融機関の連携を深め金融機能の強化による支援を推進する。 

 

 

２．「共創の国」への具体的な取組 ～11 の成長戦略と 38 の重点施策～ 

日本再生戦略では、「共創の国」への力強い日本の再生を実現していくため、

更なる成長力強化や分厚い中間層の復活、世界における日本のプレゼンス（存

在感）の強化に向け、以下、11 の成長戦略と 38 の重点施策を明示する。 

 

（１）更なる成長力強化のための取組 

東日本大震災、円高の進行等により、経済の空洞化等のリスクがより一層高ま

っている。この危機を攻めに転じ、「やせ我慢」縮小経済に陥ることなく新産業

分野を創出し、新たな付加価値を創造し拡大する経済への転換を進めていく。今、

日本に必要なことは、これまで成功してきた制度、政策にとらわれず、世界に向

けて、そして未来に向けて不断に我が国経済、産業構造を新しくしていく「創造

的イノベーション」である。「何かにチャレンジすることによるリスク」よりも、

「何もしないことのリスク」の方が大きいことを認識し、まずは実行するという

姿勢で臨んでいくことが重要である。 

このため、震災後の状況を踏まえた我が国の更なる成長力の強化に向け、予算、

税制、法制上の措置を始め、イノベーションの促進等に効果の大きい規制改革、

公共サービス改革（市場化テスト）、行政改革など新たに取組を拡充する。 

この際、世界の中での需要獲得に向けて各国が激しい競争を繰り広げている現

実を直視し、この競争に打ち勝っていくために、起業家精神（アントレプレナー

シップ）に富んだ世界に雄飛する人材を育成するとともに、クールジャパンやオ

ンリーワンの技術など非価格競争力を強化し、民間活力の活性化によるダイナミ

ックな成長を目指す。また、我が国の再生と成長力の強化のためには、我が国経

済の基盤を支える中小企業の育成・強化が必要である。我が国の強みである技術

力を始めとした中小企業の潜在力・底力を最大限に引き出し、技術力の強化・継
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承、日本の知恵・技・感性をいかした海外展開の支援など、中小企業の経営力を

強化するため総合的に支援する必要がある。さらに、人口の急激な増加に伴う食

料、水、エネルギー等の世界的な課題、さらには先進諸国における少子高齢化の

進展といった課題に対応するため、我が国の強みである先進的な技術・ノウハ

ウ・システムを最大限に活用し、これを経済成長に結び付けていく。 
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①環境の変化に対応した新産業・新市場の創出 

＜基本的考え方＞ 

我が国では、GDP の７割を占めるサービス産業への労働や資本の投入量は増

加しているが、労働生産性の伸びは停滞している。企業の付加価値の創出力を

高めるためには、ヘルスケアや、少子化対策にも資する子育て支援等の新たな

サービスに対する潜在需要を掘り起こすことが重要である。また、我が国の強

みである「ものづくり力」とサービス・文化・ICT 等とを融合することで革新

的な材料・製品を生み出すとともに、イノベーションによる課題解決を成長に

結びつけることで、新産業・新市場の創出を図ることが不可欠である。 

このため、イノベーション力を強化し、新産業・新市場を生み出す規制・制

度改革を追求するとともに、グリーン・イノベーションやライフ・イノベーシ

ョン等により我が国が直面する課題を解決することで新たな成長産業の創出を

図る。また、少子高齢化等に対応したサービス産業の生産性向上、中小企業の

潜在力・経営力の強化、産学官連携による科学技術イノベーションの展開、イ

ノベーションを支える基盤である情報通信技術のセキュリティ強化にも十分配

慮した利活用等を積極的に推進するとともに、創業支援に取り組む。 

さらに、海洋資源の宝庫と言われる周辺海域の開発・利用・保全、宇宙空間

の開発・利用を戦略的に推進する。これまで日本に蓄積された文化資源・知

識・情報と成熟社会の新たな文化やライフスタイル等について、業種を超えた

連携等を図ることにより、新たな価値が活発に生み出されるような経済を目指

す。 
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 [グリーン成長戦略] 

 

持続可能な新産業の創出や、新しいグリーン・イノベーションにあわせた産

業構造の進化により、途上国のニーズを捉え、内外一体で利益を生み出し、低

炭素・循環型社会の実現を図る。また、創エネ・蓄エネ・省エネ技術を推進す

るとともに、これまで別の産業として分類されてきたエネルギー、自動車、交

通、住宅、都市開発、医療などを横断的に展開し、イノベーションの連鎖によ

り、産学官が一体で、グリーン成長を社会の大変革につなげていく。そのため、

政府は、①目標の見える化と共有、②競争的な市場の創造、③新しい公共財／

プラットフォームの整備、④リスクの管理・補完、⑤グローバルな視点での官

民による市場戦略を実施していく。なお、グリーン成長戦略の各施策が目指す

具体的な目標や全体像については、「革新的エネルギー・環境戦略」を踏まえ、

年内までに「グリーン政策大綱」において示す。 

 

（重点施策：グリーン部素材が支えるグリーン成長の実現） 

再生可能エネルギー発電設備、蓄電池の高性能化、自動車や航空機の軽量

化・省エネ、高断熱住宅等に関する部素材などは、現時点では日本が高い競争

力を有しているものの、部素材メーカー単独では製品開発までは行えず、必ず

しも部素材の強みを最終製品に反映できていない。 

優位性のあるグリーン部素材を活かし製品自体の競争力を高めるため、部素

材メーカーと設備・装置メーカー、セットメーカーとが協力し、革新的素材を

風力発電の羽根に利用し、風力発電機器自体の競争力強化を図るなど、製品化

を見据えた川上川下の共同技術開発の支援を行う。 

また、各部素材の安全性や性能評価等のための拠点を整備し、我が国のグリ

【2020 年までの目標】 

50 兆円超の環境関連新規市場、140 万人の環境分野の新規雇用 

新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で 50% 

普通充電器 200 万基、急速充電器 5,000 基設置 

世界全体の蓄電池市場規模（20 兆円）の 5 割の 10 兆円を我が国関連企業が獲

得 

インフラ大国としての地位確立・市場規模 19.7 兆円への貢献 

ネットゼロエネルギーハウスの標準化・ネットゼロエネルギービルの実現 

中古住宅の省エネリフォーム（現在の 2倍程度） 

新築住宅における省エネ基準達成率 100％ 

環境に配慮した不動産の延床面積 1,000 万㎡ 

【2015 年度の中間目標】 

燃料電池自動車の市場投入 

家庭用燃料電池の自立的普及開始（2016 年～） 

2012 年に作成する APEC の環境物品リストに記載した環境物品の関税の実行税

率を５%以下に削減 
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ーン部素材開発の基礎力を引き上げる。 

さらに、2020 年までに現行の 2 倍の磁力を持つレアアースフリー高性能磁石

の開発など、グリーン部素材自体の革新的イノベーションを生み出すための基

礎から実用化まで一気通貫の未来開拓型の研究開発を推進し、「グリーン部素材」

をテコにした成長を実現する。 

 

（重点施策：次世代自動車での世界市場獲得） 

我が国自動車産業は、次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プ

ラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、

CNG 自動車等）は、世界に先行している一方、海外勢との競争は激化している。

我が国のグリーン成長の鍵を握る次世代自動車分野において、世界市場を獲得

するため、他国を圧倒する性能・品質を実現し、次世代自動車の潜在的価値を

発信することで世界的な潜在市場の掘り起こしを図る。 

具体的には、2020 年までにリチウムイオン電池の研究開発による航続距離を

約 2 倍に向上、対人・対物検知や自動制御の高度化を可能にする次世代半導体

等の最先端の素材・デバイス開発を通じた性能の向上、特性の異なる車種の段

階的・並行的な初期需要創出・普及拡大によるコスト低減を実現する。また、

「走る電源」としての利用にピークカット・非常用電源機能や、情報技術との

融合による安全性・利便性等、新たな高付加価値を創造する。加えて、電気自

動車の排ガスゼロ、静粛さといった固有の価値もあわせて顕在化させるため、

国内外でプロジェクトを推進し、成功事例を創出する。また、充電器の加速

的・計画的な配備や燃料電池自動車に燃料を供給するための水素供給設備の先

行整備等の社会基盤整備を行う。 

高齢化社会に適した超小型モビリティ等のイノベーションを創出し、課題解

決先進国として次世代標準を先んじて獲得する。 

上記施策と並行して、グローバル市場を見据え電池や充電器等の適切な国際

標準化や互換性の確保を官民連携して推進する。また、我が国先端技術の優位

性が活きるよう、官民が一体となって、新興国市場に対し、次世代自動車に関

係するインフラや制度・政策もあわせて輸出していく。 

 

（重点施策：蓄電池の市場創造と競争力の強化） 

蓄電池は、現下の厳しい電力需給状況下において、需給両面での負荷平準化

やスマート・グリッド社会などの分散電源の促進にとって核となる技術である。

また、個々の用途を見ても、電力系統用、自動車用、防災用、家庭用を始めと

して大きな市場拡大が想定される成長産業分野である。 

このような潜在的な成長分野を戦略的な産業に育て上げるため、蓄電池の高

度化、低コスト化・普及を加速させ、新たなマーケットの創造や競争力強化の

基盤整備を図る。また、安心な社会をつくるため、住宅やビルは建設段階から

蓄電池を備えることを促進するとともに、特に病院等の施設を建設する際に蓄

電池の設置を原則とすることにより、集権型から分散型のエネルギーシステム

への移行を図っていく。 
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（重点施策：グリーン・イノベーションによる海洋の戦略的開発・利用） 

資源の宝庫である「海洋」は、政府を挙げて取り組んでいくべき人類全体の

フロンティアであり、グリーン・イノベーションによる新たな成長産業のゆり

かごともいえる。特に、我が国は、洋上風力等、海域において利用可能な再生

可能エネルギーの賦存量が大きい。また、海洋鉱物資源の分布・賦存量を把握

し、海洋生物資源を持続的に利用するとともに、産業創出につなげていくこと

も課題となっている。 

海洋エネルギーを利用した発電技術の活用を促進するため、洋上風力を中心

とした技術開発を加速し、実用化・事業化のための制度・環境整備、実証事業

を行う。また、天然ガス等の海洋資源の開発及び利用を推進する。そして、藻

類を活用したバイオエタノール生産技術の開発等の新たな生産手法の開発等を

行う。これらの取組を必要な環境の整備と併せて着実に推進することにより、

国内のエネルギー供給に寄与するとともに、産業として海外展開する。 

また、天然ガス燃料船や船舶の革新的省エネ技術などの研究開発・普及促進

を進め、CO2排出削減・高効率を実現する新たな市場を開拓する。 

 

（重点施策：エネルギー制御システム（スマートコミュニティ）の構築及び海外

展開） 

新興国の経済発展や人口増加に伴うエネルギー不足や東日本大震災による被

災地域のインフラ復興等に対応し、地域の事情にあわせた再生可能エネルギー

の導入や徹底的な省エネを実現するエネルギーシステムであるスマートコミュ

ニティの構築が国内外で必要である。 

国内においては、スマートコミュニティの実証事業の加速化、スマートメー

ターの今後５年での総需要の８割導入、これとあわせたビル等のエネルギー管

理を束ねるアグリゲータビジネスの普及を進める。加えて、需給に即応する電

気料金価格制度（ダイナミックプライシング）等による成果を規制改革につな

げ、需要に対応したエネルギー制御の仕組（デマンドレスポンス）を確立する

ことにより、電力システム改革を推進する。 

海外においては、我が国の蓄電技術を生かしたエネルギーの需給制御技術を

グローバルに展開するため、我が国の技術・システムの特長を生かし相手国企

業と連携して実証事業等を行う。また、政府間の交渉による相手国政府の協力

を獲得する。政府レベルで交渉しながら、官民ミッションにより、マスタープ

ランから参画し、エネルギーシステムの受注を目指す。 

さらに、エネルギー制御技術（HEMS、BEMS、CEMS）や蓄電技術など強みを持

つ関連技術を確立するとともに、国際標準化を進める。 
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 [ライフ成長戦略] 

 

医療・介護・健康関連産業を真に日本の成長産業とし、医療・介護サービス

の基盤強化を図り、世界最高水準の医薬品・医療機器を国民に迅速に提供する

ため、医療イノベーション５か年戦略の着実な実施等により、引き続きドラッ

グラグ、デバイスラグの短縮に取り組むとともに、日本のものづくり力を活か

した革新的医薬品・医療機器・再生医療製品等を世界に先駆けて開発し、積極

的に海外市場へ展開する。 

 

（重点施策：革新的医薬品・医療機器創出のためのオールジャパンの支援体制、

臨床研究・治験環境等の整備） 

がん、難病、肝炎、感染症等の研究開発の重点領域を中心に大学等の基礎研

究における優れた成果等を確実に実用化につなげる一貫した支援を行う。具体

的には、医薬基盤研究所が中心となる創薬関連研究機関等による創薬支援ネッ

トワークを構築し、同研究所がその本部機能を担うのに必要な体制強化や業務

運営ルールの策定等を行う。同ネットワークについては、今年度から取組を開

始し、2014 年度には構築を完了する。医療機器については、医工連携等による

拠点整備・開発並びに医療サービスと一体となった海外展開等を推進する。 

また、国際水準の臨床研究や難病等の医師主導治験の実施体制を整備するた

め、複数病院からなる大規模ネットワークの中核として多施設共同研究の支援

を含めたいわゆる ARO（Academic Research Organization）機能を併せ持つ

臨床研究中核病院等を 2013 年度までに 15 か所程度整備する。 

そして、長期間にわたる革新的医薬品の研究開発を促進するため、米国 NIH

（National Institutes of Health USA）の取組を参考にして、文部科学省、厚

【2020 年までの目標】 

医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇用の創出：新市

場約 50 兆円、新規雇用 284 万人 

（うち革新的医薬品・医療機器の創出並びに再生医療、個別化医療及び生活支

援ロボットの開発・実用化、先端医療の推進による経済波及効果：1.7 兆円、

新規雇用３万人 

健康関連サービス産業：市場規模 25 兆円、新規雇用 80 万人) 

海外市場での医療機器・サービス等ヘルスケア関連産業での日本企業の獲得市

場規模約 20 兆円 

 

【2015 年度の中間目標】 

創薬支援ネットワークによる支援対象の検討シーズ数累積 100 件 

治験届出数 800 件（うち国際共同治験数 150 件、医師主導治験数 20 件） 

新医療機器承認数 30 

ヒト幹細胞を用いた研究の臨床研究又は治験への移行約 10 件 

医療・介護機関と連携した医療・介護周辺サービス市場１兆円 
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生労働省、経済産業省の創薬関連の研究開発予算の効率的、一体的な確保及び

執行について、関係府省において 2012 年度から検討を開始し、必要な措置を遅

くとも 2014 年度までに講じる。 

加えて、審査迅速化や実用化の加速を目指し、医薬品医療機器総合機構の審

査・安全対策要員の増員や質の向上、相談機能の拡充を図り、その役割にふさ

わしい財政基盤や審査手数料のあり方の検討を行う。 

 

 

（重点施策：医療機器・再生医療の特性を踏まえた規制・制度等の確立、先端医

療の推進） 

医療機器の審査の迅速化・合理化を図るため、薬事法について、次期通常国

会（2013 年度）までの改正法案提出を目指して医療機器の特性を踏まえた制度

改正を行い、医薬品から別章立てするとともに、後発医療機器等を対象に登録

認証機関を活用した承認・認証制度の拡充を行う。また、制度改正に先立ち、

関係者の意見も十分に聴取しつつ、審査迅速化・質の向上に向け、承認基準、

審査ガイドラインの策定等の運用改善を実行に移すための取組を行う。 

再生医療については、世界に先駆けて本格的に実用化することにより、世界

的に優位な産業として成長させるため、10 年程度で世界最先端の iPS 細胞等の

安全性や標準化の確立を目指す研究に対して、成果や進捗状況等を踏まえた集

中的な支援を行うなど、早期にできる限り多くの実用化の成功事例創出に取り

組む。併せて実用化を加速するため、再生医療研究等の実情の把握に基づいた

再生医療推進に係る課題や仕組みの検討を踏まえ、担当範囲を明確にするため、

薬事法改正法案の次期通常国会（2013 年度）までの提出を目指す等、再生医療

製品の特性を踏まえた規制を構築するとともに、医療として提供される再生医

療についても、薬事規制と同等の安全性を十分確保しつつ、実用化が進むよう

な仕組みの構築について 2012 年度から検討を開始し速やかに実施する。 

また、先端医療等を推進する突破口として、現在実施されている先端医療開

発特区（スーパー特区）における成果も踏まえ、大学病院、企業、研究開発機

関等の先進的な取組を行う機関が全国的な規模で活動ができるよう、行政区域

単位の特区とは異なる機関特区の創設、規制の特例措置や税制・財政・金融上

の支援措置の活用について、新たな法的措置も視野に入れた検討を進めること

とし、当面は総合特区制度の活用により対応を図る。 

 

 

（重点施策：15 万人規模のバイオバンク構築による東北発の次世代医療等の実現） 

東日本大震災の被災地住民を主な対象とした健康調査を実施し、地域医療機

関間を結ぶ医療情報ネットワークと連携しつつ、15 万人規模の大規模バイオバ

ンクを構築する。健康調査を通じて住民の健康管理に貢献するとともに、オー

ルジャパンの協力体制の下、バイオバンクを用いた解析研究により個別化医療

等を実現するための基盤を整備し、東北発の次世代医療の実現の起点とする

（東北メディカル・メガバンク計画）。 
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個別化医療等の実用化に向けて、東北メディカル・メガバンク計画を中心と

して、それぞれの健常者・疾患コホート研究（集団の追跡研究）やバイオバン

クの取組及びその相互連携を推進するとともに、患者・住民の医療健康情報を

安全かつ円滑に収集・蓄積・共有するための医療情報連携基盤を整備する。 

 

（重点施策：介護・福祉分野等におけるロボット技術の研究開発・実用化促進と

医療・介護等周辺サービスの拡大） 

高度なものづくり技術を有する大学、民間研究機関、企業等と介護・福祉現

場の連携を促進し、高齢者や介護従事者等の現場の具体的なニーズに応えるロ

ボット技術の研究開発や実用化のための環境整備を図る。また、重点分野を特

定した上で、安全性や性能の評価手法を確立し、適切な実証の場を整備する。

さらに、国内における早期普及を目指し、生活支援ロボットの安全性等の認証

体制構築等の公的支援・制度的措置を講じるとともに、介護ロボット等の海外

実証実施など海外展開に向けた国際標準化の支援や、必要に応じて公的給付へ

の適用の検討等を行う。併せて、公的保険外の医療・介護周辺サービスを拡大

する。 

これにより、高齢者の自立支援と生活の質の向上、人材が不足しがちな介

護・福祉現場等における負担軽減、我が国の新しいヘルスケア産業やものづく

り産業の創出に貢献するとともに、高齢化社会に向かっているアジアを中心と

した海外の需要も獲得する。また、課題対応事業促進法等を活用したヘルスケ

ア分野等における製品製造やサービス提供事業の支援を通じて国内の潜在需要

を掘り起こす。 
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[科学技術イノベーション・情報通信戦略] 

 

産学官の知識を結集して世界トップレベルの研究開発及び成果の還元を推進

するため、科学技術イノベーション政策推進体制を強化し、国際的な取組、人

材育成、基礎研究強化や産学官連携等を推進する。また、情報通信技術の利活

用の促進など成長のプラットフォーム整備を進める。さらに、人類全体のフロ

ンティアである宇宙・海洋の戦略的な利活用を推進する。 

 

（重点施策：科学技術に係る人材育成の強化等による国際競争力強化） 

我が国の研究開発における国際競争力を強化するため、我が国が強みを持つ

学問分野を結集したリーディング大学院を構築し、成長分野などで世界をけん

引するリーダーとなる博士人材を国際ネットワークの中で養成する。最先端共

同研究施設・設備や支援体制等の環境整備による国内外から優秀な研究者を引

き付け国際頭脳循環の核となる研究拠点や、つくばイノベーションアリーナ等

世界的な産学官集中連携拠点を形成する。また、「独立行政法人の制度及び組織

の見直しの基本方針」に基づき、国立研究開発行政法人の制度・運用及び組織

統合について検討・措置する。 

大学・大学院の理系カリキュラム改善やインターンシップを産学官連携で推

進し、大学等におけるテニュアトラック制の普及等により優秀な若手研究者の

自立的研究を支援する。科学技術基本計画に定められた人材育成に関する取組

について進捗状況を管理しながら適切に推進する。 

 

（重点施策：基礎研究から実用化までのイノベーションの強化） 

我が国の競争力の源泉であるイノベーション創出を推進するため、科学技術

イノベーション政策の司令塔機能を強化するとともに、産学官の知識を結集し

【2020 年までの目標】 

特定分野で世界トップ 50 に入る研究・教育拠点を 100 以上構築 

理工系博士課程修了者の完全雇用 

世界をリードするグリーン・イノベーションとライフ・イノベーションの成果

創出 

官民合わせた研究開発投資を GDP 比４％以上 

情報通信技術の活用による国民生活の利便性の向上、生産コストの低減 

 

【2015 年度の中間目標】 

国際研究拠点に世界トップレベル研究者を 180 人受入れ 

理系博士課程修了者における就職者８割以上 

被引用数トップ 10％の論文数の国別世界ランキング向上 

官民合わせた研究開発投資を GDP 比４％以上 

電子政府発展指数（国連）のオンラインサービスの範囲・品質に係る部分のラ

ンキングについて TOP ５以内 
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て重要な政策課題対応への重点化を図る。また、政府の関与する研究開発投資

を第４期科学技術基本計画に沿って拡充することとし、効果的、効率的な技術

開発を促進するための規制・制度の見直し、民間研究開発投資への税制優遇措

置など研究開発投資の促進に向けた各種施策を検討・実施する。 

これらの施策を進めるに当たり、未来開拓型の研究開発やイノベーション創

出に向けた研究基盤の形成等、府省連携の下で産学官が一体となって基礎研究

から実用化まで一気通貫でイノベーションを創出する体制による取組を重点的

に進めるとともに、科学技術重要施策アクションプラン等による予算の選択と

集中の強化、重複排除や透明性向上を徹底する。 

 

（重点施策：情報通信技術の徹底的活用と強固な情報通信基盤の確立） 

国民 ID 制度やオープンガバメントの推進を始め、行政、医療、教育等の幅広

い分野で情報通信技術の利活用に取り組む。「電子行政オープンデータ戦略」の

実行、情報通信技術の進展に伴い収集等が可能となった多種多量データ（ビッ

グデータ）の利活用や情報通信技術を活用した異分野融合等、官民が保有する

データの利活用促進を図るとともに、「周波数オークション制度」の実施等を通

じた更なる電波の有効利用促進を図る。 

あわせて、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強い情報通信ネットワーク

を構築するほか、情報通信技術利活用のための規制・制度改革の着実な実施等

を通じ、「光の道」構想（2015 年頃を目途にすべての世帯でブロードバンドサ

ービスを利用）の実現を図る。 
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[中小企業戦略] 

 

中小・小規模企業政策の再構築を行い、起業・創業・育成支援、中小企業の

海外展開支援等の抜本強化、および金融円滑化法の期限到来も踏まえた中小企

業等への金融面からの支援等に重点的に取り組む。 

 

（重点施策：中小・小規模企業の抜本強化） 

小さな企業をしっかり支援するための施策を再構築し、それぞれの実情に沿

ったきめ細かな経営支援策を抜本強化するとともに、ユーザー目線に立った行

政サービスの向上を図る。中小・ベンチャー企業の起業・創業・育成の支援体

制強化を図るため、様々な段階の起業を促進する施策、経営面の知識サポート

の抜本強化等を実施する。ものづくり技術の強化・継承を支援するため、マイ

スター制度を創設し、地域中小企業が人材定着を図るまでの一貫した支援を行

うとともに、中小企業の事業再生等を強力に推進する。また、海外展開では、

日本の知恵・技・感性を生かした技術・製品を持つ中小企業を徹底発掘し、ODA

も活用し海外ビジネス実現まで一貫しての支援等を行う。 

これらにより、我が国経済の成長を牽引し将来のグローバル企業の芽となる

とともに、地域の雇用や社会をしっかり支える中小企業の活性化を図る。 

 

（重点施策：金融円滑化法の期限到来も踏まえた中小企業等への支援） 

中小企業金融円滑化法および企業再生支援機構の期限が 2013 年 3 月に到来

する予定であることも見据え、企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会、

金融機関が連携して中小企業の経営改善・事業再生を強力に推進する。加えて、

相当数の企業が支援を必要とすることが見込まれることから、中小企業を支援

し、成長を促すための体制を整備するため、民間の資金・ノウハウを活用した

新たな体制構築の検討も進めるとともに、金融機関による中小企業の経営改

善・事業再生支援にかかる情報発信を促進し、また個人保証制度の見直しや金

【2020 年までの目標】 

開業率が廃業率を定常的に上回る 

中小企業の海外売上比率：4.5％（2020 年度） 

新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデットス

ワップ、ABL 等）の普及・発展：活用実績 50％増（2010 年度比）、新興市場新

規上場企業数 50％増（2010 年比） 

 

【2015 年度の中間目標】 

開業率と廃業率の均衡 

中小企業の海外売上比率：3.5％（2016 年度） 

新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデットス

ワップ、ABL 等）の普及・発展：活用実績 20％増（2010 年度比）、新興市場新

規上場企業数 30％増（2010 年比） 
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融機関による資本性資金の供給促進等といった、更なる中小企業支援策を講じ

る。 
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②新たな資金循環による金融資本市場の活性化 

＜基本的考え方＞ 

成長力の強化を進めるためには、成長のシーズを事業化へと結び付けていく

ための大胆かつ効果的な規制改革など、成長に結び付くイノベーション、需要

を様々な分野で喚起するとともに、官民の適切な役割分担の下、新規事業の立

ち上げ等の資金となる成長マネーの供給拡大を図ることも重要である。創業期

にある事業等にはリスク性の資金が十分に行き届いておらず、経済の活性化を

阻む要因の一つとなっている。また、資金を仲介する金融・不動産産業自身も

伸び悩んでおり、仲介機能を適切に発揮していくことを通じ、成長力を高めて

いくことが求められる。 

このため、企業の成長、事業の再生・再編及び起業等をファイナンスする成

長マネーの供給を拡大し、事業の目利きを適切に行いつつ、必要な資金が新た

な成長産業・市場に提供されるよう、金融資本市場の機能強化を推進する。さ

らに、金融産業の成長力・競争力強化や不動産投資市場の活性化等を図る。そ

の際、我が国の資金循環構造の問題点やマクロ経済と国際収支構造の将来像等

の分析を深め、広く家計による投資の促進につながる環境・制度の整備や、新

たな資金調達のための環境整備、産業活性化の観点も踏まえた金融機関・市場

の機能強化を図る。 

今後は、成長マネーが企業に供給され、企業の成長の果実が再び成長マネー

として企業に循環されるなど、アジア金融資本市場と一体となった資金循環構

造の構築を目指す。 
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[金融戦略] 

【2020 年までの目標】 

確定拠出年金における企業型年金実施事業主数 2.0 万社、マッチング導入事

業所割合 20％、継続投資教育実施率 80％、日本版 ISA の投資総額 25 兆円、

ふるさと投資（地域活性化小口投資）プラットフォーム組成ファンド総額 150

億円、Jリート資産規模 50％増（2011 年度比） 

農林漁業成長産業化ファンド（法案成立を前提）及びその他施策による６次

産業化の市場規模 10 兆円への貢献、官民連携インフラファンドの出融資事業

も含め PFI 事業全体として 2010～2020 年で少なくとも約 10 兆円以上、開業

率が廃業率を定常的に上回る 

新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデット

スワップ、ABL 等）の普及・発展：活用実績 50％増（2010 年度比）、新興市場

新規上場企業数 50％増（2010 年比） 

総合的な取引所において、世界から資金を呼び込み、取引所順位アジアトッ

プを目指す、アジア随一の先進的かつ安定的な市場、アジアを含む国内外の

資金循環の中核（対外・対内証券投資、対外・対内直接投資の持続的な増

大）、アジア債券市場規模倍増（2011 年比）（ASEAN６ヵ国）、中小企業の海外

売上比率 4.5％（2020 年度）への貢献、インフラ大国としての地位確立・市

場規模 19.7 兆円への貢献 

 

【2015 年度の中間目標】 

確定拠出年金における企業型年金実施事業主数 1.7 万社、マッチング導入事

業所割合 10％、継続投資教育実施率 65％、ふるさと投資（地域活性化小口投

資）プラットフォーム組成ファンド総額 50 億円、J リート資産規模 20％増

（2011 年度比） 

農林漁業成長産業化ファンド（法案成立を前提）及びその他施策による６次

産業化の市場規模３兆円への貢献、開業率と廃業率の均衡 

新たな金融手法（資本性借入金、デットエクイティスワップ、デットデット

スワップ、ABL 等）の普及・発展：活用実績 20％増（2010 年度比）、新興市場

新規上場企業数 30％増（2010 年比） 

アジア債券市場規模 50％増（2011 年比）（ASEAN６ヵ国） 

 

成長マネーが必要な主体に対してより円滑に供給されるため、国民金融資産

からの資金供給や、官の資金を呼び水に、民の資金・ノウハウを活用する連携

体制を進める。また、金融円滑化法の期限到来も踏まえて中小企業の経営支援

を強化するとともに、我が国金融資本市場のメインマーケットとしての地位確

立や企業、金融機関の海外でのプレゼンス向上を図る。 

 

（重点施策：国民金融資産の形成支援を通じた成長マネーの供給拡大） 

我が国家計が保有する金融資産の教育資金としての活用や不動産の有効活用
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の観点から、高齢世代から若年世代への資産移転等を促す方策について検討す

ると同時に、確定拠出年金の拠出規模の拡大、分散投資の促進等による普及・

拡充や国内外の資産への長期・分散投資による資産形成の機会を幅広い家計に

提供する観点から日本版 ISA について所要の検討を行い、自助努力に基づく資

産形成を支援・促進し、家計からの成長マネーの供給拡大を図る。また、家計

の志を活かした新たな資金の流れの形成に向け、官民連携によるふるさと投資

（地域活性化小口投資）プラットフォームを創設し、各地の伝統産業やソーシ

ャルビジネス、若者や女性による起業等の支援を対象にした投資ファンドの組

成を後押しするほか、休眠預金を成長マネーの供給源として有効活用するため

の仕組みを構築する。さらに、J リート市場の活性化や不動産証券化手法の拡

充のための制度整備等を通じた不動産投資市場の活性化により、資産デフレか

らの脱却を図る。 

 

（重点施策：政策金融・官民連携による資金供給の拡大） 

我が国経済の継続的な成長に向け、民間の資金・ノウハウを活かし、また官

の資金を呼び水としつつ、官民で連携して資金を円滑に供給していくことは引

き続き重要である。このため、約 100 兆円ある年金積立金管理運用独立行政法

人の資金をはじめとする公的・準公的な資金について、我が国の運用立国とし

ての地位の確立といった観点も含め、資金の性格を考慮した上で、成長性のあ

る分野に活用していくことの可能性について検討する。また、円高対応緊急フ

ァシリティについて、その目的を踏まえつつ、更なる有効利用を推進する。加

えて、アーリーステージ案件への支援を一層強化するために、産業革新機構の

人員増強・体制整備を行うとともに、世界を目指す起業・創業、若手・女性等

の起業・創業、第二創業それぞれへの資金支援策等を講じる。なお、財政投融

資について、税財源によらない財政対応の重要性を勘案し、今後積極的に活用

する。 

 

（重点施策：金融円滑化法の期限到来も踏まえた中小企業等への支援）＜再掲＞ 

 

（重点施策：アジアにおける我が国企業・金融機関・市場の地位確立） 

我が国からのアジアへの直接・間接投資を促進するとともに、アジアの資金

を我が国へ呼び込むことにより、アジアの成長の果実を取り込むことが、我が

国における今後の経済成長のためには重要となる。そこで、規制緩和等により

我が国金融機関の競争力の向上を図るほか、我が国の金融・資本市場の魅力を

向上させ、投資を呼び込み、アジアの金融センターとしての地位を確立するべ

く、総合的な取引所の実現、投資家の利便性向上のための施策を講じる。また、

関係政府機関の活用等を通じ、我が国企業のアジア進出を支援するとともに、

海外進出企業のニーズが高まっている現地通貨建てファイナンスや海外拠点の

取引支援に向けた制度金融の実現を進める。 
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③食と農林漁業の再生 

＜基本的考え方＞ 

我が国の食と農林漁業は、所得の減少、担い手不足の深刻化や高齢化といっ

た厳しい状況に直面しており、食と農林漁業の競争力・体質強化は待ったなし

の課題である。 

このため、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」

（2011 年 10 月 25 日食と農林漁業の再生推進本部決定）に基づき、東日本農林

漁業の復興、日本の農林水産物の信認回復にしっかり取り組むとともに、全国

的な競争力・体質強化、地域振興を５年間で集中展開する。以上により、農林

漁業の生産性向上と市場規模の拡大を図り、若者が担う強い農林漁業の実現に

向けて、グローバル化が進展する中で、農林漁業を若者が魅力を感じることが

できる夢のある産業として再生させる。 

高いレベルの経済連携と農林漁業の再生や食料自給率の向上との両立を実現

するためには、「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に

ある諸課題をクリアし、なおかつ、国民の理解と安定した財源が必要であり、

消費者負担から納税者負担への移行、直接支払制度の改革、開国による恩恵の

分配メカニズム構築も含め、具体的に検討する。 
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[食農再生戦略] 

  

新規就農の増大や農地集積、６次産業化・成長産業化の推進や健康・教育・

観光などの様々な領域での「食」の活用、エネルギー生産への農山漁村の資源

の活用、森林の整備・保全や木材利用の推進、適切な水産資源管理や漁業経営

安定等のための施策を展開し、我が国の食と農林漁業を再生する。 

 

（重点施策：持続可能な力強い農業の実現） 

意欲ある農業者が安心して農業を継続できるよう、戸別所得補償制度を適切

に推進する。また、地域農業の今後の方向性を示した「人・農地プラン」の作

成を 2013 年度までの２年間集中的に促進し、同プランに即して地域の中心とな

る経営体への農地集積、青年就農給付金の給付等を行う。併せて、農業法人に

よる雇用就農や意欲ある多様な経営体による農地の有効利用等を促進する。 

このほか、米粉用米、飼料用米、国産小麦、国産大豆等の需要拡大、基幹的

農業水利施設の補修・更新等、食料自給率目標達成に寄与する需要・生産両面

での取組を強化する。 

 

（重点施策：夢のある農林漁業の実現） 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案の成立後、機構を設立し、６次産

業化に取り組む事業体への出資ときめ細やかな経営支援を一体的に実施する。 

また、地理的表示の保護制度の早期導入等を通じた新産業創出、「『食』に関

する将来ビジョン」に基づく健康・教育・観光等の様々な領域での「食」の活

用、日本食文化の無形文化遺産登録、バイオマスの利活用や、食品産業の国内

市場の活性化や海外市場の開拓、「美味しい」「安全」「環境にやさしい」といっ

た持ち味の再構築に向けた GAP（農業生産工程管理）、HACCP（危害分析・重要

管理点）、植物工場等の取組を推進する。 

さらに、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの導入や

農山漁村における自立・分散型エネルギー供給システムの導入を促進する。 

このほか、森林管理・環境保全直接支払制度の実施、路網整備、フォレスタ

ー等の人材育成、森林吸収源対策としての森林整備・保全、公共建築物等にお

【2020 年までの目標】 

食料自給率カロリーベース 50％、生産額ベース 70％ 

木材自給率 50％以上、魚介類（食用）の自給率 70％（2022 年） 

食品関連産業の市場規模 120 兆円 

 

【2015 年度の中間目標】 

毎年２万人の青年就農者の定着（2016 年目途） 

平地で 20～30ha 規模の土地利用型農業の実現（2016 年目途） 

６次産業化の市場規模３兆円 
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ける木材利用等を促進するとともに、資源管理・漁業所得補償対策等による適

切な水産資源管理、漁業経営安定化、省エネ・省コスト等高性能な漁船の導入、

協業化、流通拠点における高度衛生管理対策等を推進する。 
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④観光振興 

＜基本的考え方＞ 

人口減少・少子高齢化の中で国内の観光需要を顕在化し、急速に経済成長す

るアジア等からの訪日外国人の増大に取り組むなど、我が国の成長を支える観

光振興に取り組むことが重要である。東日本大震災や原発事故、さらには円高

等の影響で旅行者が減少し、我が国の観光は回復しつつあるものの依然予断を

許さない状況に置かれている。 

国の光を示す“観光”の振興は日本再生に不可欠であり、原発事故による風

評被害を乗り越える必要がある。訪日外国人 3,000 万人時代を見据え、官民連

携強化によりオールジャパンの訪日プロモーションを推進するとともに、短時

間で円滑かつ厳格な審査を確実に実施できる出入国審査の方法等について検討

を進め、観光客の受入環境水準や観光交通アクセスの向上を図る。また、休暇

改革に取り組むとともに、日本の観光の高付加価値化、ブランド化など、観光

立国を推進する。 
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[観光立国戦略] 

  

震災や原発事故により落ち込んだ観光需要を回復し、訪日外国人旅行者数の

増大に向けた取組と受入環境水準の向上を図るとともに、国内外から選好され

る魅力ある観光地域づくり、安全性・利便性やコストの面での観光アクセスの

改善、観光需要を喚起する大きな潜在力を有する休暇改革等を推進する。 

 

（重点施策：訪日外国人旅行客の増大に向けた取組、受入環境水準の向上） 

政府（関係省庁、在外公館）、地方公共団体、経済界の連携強化によるオール

ジャパンの訪日プロモーションを推進する。まずは風評被害対策により、震災

で落ち込んだ訪日観光需要の回復を果たす。今後の顕著な成長拡大が見込める

東南アジアをはじめとする新興国の中間層、莫大な消費が期待される富裕層市

場からの誘客を、市場別目標に沿って効果的・効率的に拡大する。また、外国

人観光案内所の機能向上等、外客受入環境の整備を行う。 

あわせて、訪日外国人旅行者の出入国の円滑化の観点から、日本人等の出入

国審査の自動化等、外国人の出入国審査の迅速化に資する方策の検討・促進に

努める。東南アジアをはじめとする新興国からの訪日客に対する査証発給要件

の見直しに取り組む。また、オープンスカイをアジア以外の地域・国にも対象

を広げて展開するとともに、首都圏空港の強化や関空の再生と国際競争力の強

化に努めるなど受入環境水準の向上を図る。 

 

（重点施策：観光需要の喚起） 

LCC（Low-Cost-Carrier）やビジネスジェットの参入を促進するべく環境整備

に取り組む。安全性の確保を前提とした航空会社のコスト削減に資する技術規

制の見直しを行う。また、LCC の参入促進にも資するよう、国管理空港等の経

営改革の実現を進め、柔軟な着陸料体系の構築等を通じて地域活性化の核とな

る真に魅力ある空港の実現を目指す。同時に、地域の特性を活かし、かつ多様

【2020 年までの目標】 

訪日外国人旅行者を 2020 年初めまでに 2,500 万人、将来的には 3,000 万人に 

2,500 万人による経済波及効果約 10 兆円、新規雇用 56 万人 

新規需要の喚起により航空需要の底上げを図り、国内外航空旅客輸送に占める

LCC の割合を欧米並み（２～３割程度）とする 

休暇改革による国内観光需要の創出効果：約１兆円 

 

【2015 年度の中間目標】 

訪日外国人旅行者を 1,800 万人（2016 年） 

空港での外国人入国審査の最長待ち時間 20 分（2016 年度） 

国内における旅行消費額を 30 兆円（2016 年） 

国際会議の開催件数を 2010 年の 741 件から５割以上増やす（2016 年） 
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化する旅行者のニーズに即した観光を提供するニューツーリズム振興や、国際

会議等の MICE（Meeting Incentive Convention Exhibition/Event）の誘致・

開催の推進を図る。地域の取組への評価等に応じた支援による戦略的な観光地

域づくり、テーマ性を持ったルートの構築促進、交通インフラの安全性・利便

性向上、コストの低減につながる移動手段の検討など、地域の自然や文化等を

活かした魅力ある観光地域づくりのための環境整備を推進する。 

また、顕在化していない需要を掘り起こし、地域経済の活性化を図るため、

学校休業日の柔軟な設定や複数の祝日を束ねた連休（秋のシルバーウィーク）

の設定を含む休暇取得の分散化の検討など休暇改革の推進に取り組む。 
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⑤経済連携の推進と世界の成長力の取り込み 

＜基本的考え方＞ 

アジア太平洋地域を始めとするグローバル需要の取り込みは、我が国が経済

成長を維持・増進していくためにも不可欠である。我が国が世界の成長力を取

り込み、また世界経済に貢献していくためには、我が国が率先して高いレベル

の経済連携を進め、新たな貿易・投資ルールの形成を主導していくことが重要

である。こうした観点から、我が国として主要な貿易相手を始めとする幅広い

国々と戦略的かつ多角的に経済連携を進める。具体的には、アジア太平洋自由

貿易圏（FTAAP)の実現に向け、日豪・日加交渉を推進、日韓交渉を再開し、ま

た年内交渉開始につき一致した日中韓 FTA、東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）といった広域経済連携の早期交渉開始を目指すとともに、環太平洋パ

ートナーシップ（TPP）協定については交渉参加に向けた関係国との協議を進

める。また、日モンゴル交渉の推進、日 EU 等の早期交渉開始等を目指す。WTO

は、まず、産業界からのニーズの高い ITA（情報技術協定）拡大交渉の早期妥

結等を目指しつつ、引き続きドーハ・ラウンド交渉妥結に向けて積極的に対応

を進めていく。 

また、急速な円高は、これまで海外生産比率の低かった素材型製造業も含め、

サプライチェーン全体の海外移転を加速させかねないリスクを内包しており、

急激な産業空洞化の懸念がある。国内の事業環境の整備など、中小企業を始め、

成長を下支えする効果的な施策の実施が必要である。 

さらに、成長を続ける海外市場の獲得は我が国の発展に不可欠であるが、せ

っかくの高い技術力・ノウハウを有していても、マーケットとつながりを持た

ないがゆえにビジネスチャンスを逸している企業も多い。これまで培ってきた

環境・インフラ分野やコンテンツなどのソフト面での日本の「強み」を最大限

にいかし、パブリック･プライベート･パートナーシップ（PPP）や国際標準等

も活用しつつ、知財保護強化と併せ、アジアを中心に世界でのビジネス展開の

拡大を図り、その果実を国内に還流させる仕組みの構築に努めるとともに、我

が国のアジア拠点化を推進する。また、円高メリットを活用した海外 M&A の促

進や官民一体となった資源確保の強化を図る。 
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[アジア太平洋経済戦略] 

 

幅広い国々と戦略的かつ多角的な経済連携を進めるとともに、我が国企業の

海外ビジネスの展開を拡大し、その果実を国内に還流させる仕組みを構築する。

さらに、我が国のアジア拠点化を推進するとともに、海外 M&A の促進や官民一

体となった資源確保の強化等を図り、ヒト・モノ・カネの流れを拡大する。 

 

（重点施策：アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を含む経済連携の推進） 

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の実現に向け、(ｱ)日豪・日加交渉推進、

(ｲ)日韓交渉再開、(ｳ)年内交渉開始につき一致した日中韓 FTA、東アジア地域

包括的経済連携（RCEP）といった広域経済連携の早期交渉開始を目指す。環太

平洋パートナーシップ（TPP）協定については、交渉参加に向けた関係国との協

議を進め、各国が我が国に求めるものについて更なる情報収集に努め、十分な

国民的議論を経た上で、国益の視点に立って、TPP についての結論を得る。ま

た、日モンゴル交渉推進、日 EU 等の早期交渉開始等を目指す。高いレベルの経

済連携強化に向けて、必要な規制制度改革の検討・実施を含め、いわゆる非関

税措置等の改革に引き続き積極的に取り組む。 

 

（重点施策：パッケージ型インフラ海外展開支援） 

【2020 年までの目標】 

アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築、ヒト・モノ・カネの流れ倍増 

EPA カバー率 80％程度 

パッケージ型インフラ海外展開による市場規模 19.7 兆円 

新興国における産業人材の育成 累積 3万 6千人 

建設業の新規年間海外受注高 ２兆円以上 

クールジャパン関連市場規模 17 兆円 

対日直接投資残高の倍増 35 兆円 

在留高度外国人材の倍増 

主要物流企業の海外市場売上高比率 50％ 

農林水産物・食品の輸出額 １兆円水準 

 

【2015 年度の中間目標】 

EPA カバー率 30％程度 

パッケージ型インフラ海外展開による市場規模 約 10 兆円 

新興国における産業人材の育成 約 1.6 万人 

建設業の新規年間海外受注高 1.5 兆円以上 

クールジャパン関連市場規模 9.3 兆円（2016 年度） 

高付加価値拠点（統括拠点、研究開発拠点）の数を 120 増やす 

主要物流企業の海外市場売上高比率 40％ 

農林水産物・食品の輸出額 7000 億円程度（2016 年） 



 

46 

 

日本の世界最高レベルの環境・省エネ、安全・安心の技術や豊富な経験・ノ

ウハウを集約し、官民連携によりインフラ分野での海外展開を推進することで、

海外の成長力を我が国の成長に取り込むとともに、アジアを中心とする諸外国

の経済成長や安全な社会の基盤となるインフラ構築を支援する。「パッケージ型

インフラ海外展開促進プログラム」に基づき、広域開発プロジェクトの上流段

階からの関与、インフラ案件の発掘・形成力強化等により、日本の技術・ノウ

ハウが活用される案件の組成を支援するとともに、「川上から川下まで」の受注

に向けた体制・プレイヤーの強化、コスト競争力・差別化の強化、インフラプ

ロジェクト専門官の活用促進、公的ファイナンス支援の強化等を通じ日本企業

の案件受注を強力に支援し、高い成果に結びつける。さらに、防災、環境配慮

型都市等を対象分野として追加するとともに、アジアを中心としつつ中近東や

中南米等の新興国も含めるなど、支援の拡大を行っていく。 

 

（重点施策：新興国のボリュームゾーンなど世界の成長市場における日本の優れ

た財・サービス等の積極展開、クールジャパンの推進等） 

環境性能や安全面等も含め高い品質を持つ日本の製品や効率的で質の高い日

本発のサービスが新興国の中間層(ボリュームゾーン)へ浸透することを支援し、

新興国の生活の向上を図るとともに、日本企業も成長するプラスの循環を作り

出す。具体的には、インフラ・制度整備などによる企業進出のための成長拠点

開発、現地政府へのビジネス環境改善の働きかけ、ビジネス情報提供等を強化

するとともに、新興国での事業に必要な内外人材の育成・確保支援、サービス

業、建設業等の海外進出を支援する枠組みの構築等を強力に推進することで、

中小企業をはじめ日本企業の新興国におけるビジネス展開を支援する。 

また、我が国が世界に誇る技術力・デザイン力・ブランド力を最大限に発揮

し、我が国産業の国際競争力を強化するため、我が国が強みを持つ特定戦略分

野に特に重点を置き、国際標準化戦略を強力に推進する。さらに、コンテンツ、

デザイン、ファッション、伝統文化、観光、食、メディア芸術などの分野にお

けるクールジャパンの海外展開や「クリエイティブ産業」の振興を通じた地域

の活性化・国際的発信を強力に実行する。その際、オールジャパンでの発信体

制を強化し、我が国が既に国際的な競争力を有する消費財産業などとクリエイ

ティブ産業が相乗効果を発揮できるよう、相互の連携を強化する。また、スマ

ートテレビの推進等新たなメディア創出に向けた環境整備、グローバル展開を

積極的に促進する。 

 

 

（重点施策：ヒト・モノ・カネの受入拡大とアジア拠点化の推進等） 

「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」の着実な実施とプログラムのフ

ォローアップ、「アジア拠点化推進法案」の早期成立・施行、さらには復興特区

制度をはじめとした関連制度の活用促進、投資関連情報の発信体制の更なる強

化等により、海外からの企業誘致に取り組む。法人課税については、復興特別

法人税課税期間終了後（平成 27 年度以降）において、実効税率の引下げが実現
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することとなるが、その後も引き続き、雇用と国内投資拡大の観点から、今般

の税率引下げの効果や主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、新成長戦略

も踏まえ、そのあり方について検討する。 

また、優秀な海外人材を我が国に引き寄せるため、職歴や実績等に優れた外

国人に対し出入国管理上の優遇措置を行う「ポイント制」を円滑に運用すると

ともに、現行の基準では要件が満たせず、就業可能な在留資格が付与されない

専門・技術人材について、引き続きニーズ等を聴取し、我が国の労働市場や産

業、国民生活に与える影響等を勘案しつつ、随時検討する。また、経済連携協

定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補者の円滑な受入れに引き続き取り組

む。 

さらに、アジアを中心とした海外物流市場の更なる拡大とその獲得のため、

北東アジア物流情報サービスネットワーク構築等による我が国物流システムの

海外展開を推進する。 

 

（重点施策：農林水産物等の輸出促進と國酒など我が国「食」の海外市場拡大） 

原発事故の影響等で落ち込んだ農林水産物・食品の輸出額を 2020 年までに１

兆円水準とするため、諸外国の輸入規制緩和の働きかけ、国家戦略的なマーケ

ティング体制の構築、検疫協議の加速化、海外での日本の食文化の発信など、

農林水産物・食品の輸出促進の取組の強化を図る。 

さらに、国内だけでなく海外の需要も視野に入れたグローバルマーケティン

グによる市場開拓のモデル的取組の一つとして、國酒をはじめとした日本産酒

類について、輸入規制の撤廃・緩和、関税の引下げ、在外公館や JETRO 等を活

用した海外での売り込み強化など、官民連携のもとで輸出促進のための総合的

な環境整備に取り組む。 

以上のような取組による成功例の積み上げ・活用等を通じて、我が国の「食」

の海外市場の拡大を図る。 
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（２）分厚い中間層の復活 

日本再生には、経済成長とともに、社会が安定し、国民が成長を実感し、将

来に対する希望を持てる環境をつくることが重要であり、成功へのインセンテ

ィブと失敗へのセーフティーネットが必要である。現在は、所得中位層に属す

るいわゆる中間層の所得が全体的に低下し、総じて貧困化する傾向が見られ、

中間層に様々な問題や不安を生じさせている。 

このため、国民全体で社会の幅広い人々が成長の果実を享受できるような成

長（インクルーシブな成長）と雇用の創出、質の向上、教育などを通じた分厚

い中間層の復活を目指す。「人」こそ我が国の「財」産であり、少子化対策を

進めるとともに、全員参加と次世代の育成を促進する「人財戦略」を展開する。

このため、まずは現在の中間層の活性化を図るために、国内の事業環境を魅力

あるものに整えつつ、産業構造の変化や新たな国際分業に対応した人材の育成

を推進するとともに、生活の基盤となる雇用を確保することにより、全員参加

型社会の実現を図る。そして、コミュニティに支えられた持続可能で活力ある

地域社会を再生する。これらを通じて、すべての人が社会に参加でき、お互い

に支え合う社会を構築する。 
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①すべての人々のための社会・生活基盤の構築 

 ＜基本的考え方＞ 

グローバル化による海外の安い労働力との競争や ICT 化による定型業務の減

少等が進み、産業構造が転換する中で、年収 200 万円以下の低所得者層が増加

するとともに、非正規雇用が雇用者の３割を超え、不安定雇用が増加した結

果、これまでのように働くことを通じて暮らしが上向くイメージが描きにくく

なっている。このような中で、我が国を支えてきた中間層や若者に不安が広が

り、格差の拡大、さらには全般的な貧困化が懸念されている。 

このため、全員参加型の社会の実現を目指し、まずは経済を活性化し、新産

業や地域における質の高い雇用の創出を図るとともに、これからの新しい中間

層を支える若者の教育支援と就労促進、女性の活躍の促進や、女性、高齢者等

が学びやすく働きやすい環境の整備、障害者の就労促進、仕事と生活の調和が

実現でき、多様な働き方を選択できる環境整備を図る。また、雇用のミスマッ

チ解消、トランポリン型のセーフティーネットの整備等を推進し、ディーセン

ト・ワークの実現に向けて、すべての人々の意欲を引き出し、能力を発揮でき

る環境を整備する。さらに、少子化対策を進め、幼児期の学校教育や保育の充

実・向上を図るとともに、子ども・子育てに関連する制度等について強化す

る。 

若者が夢と希望を持って働くことができ、女性、高齢者が更に活躍できるよ

う、政労使の社会的合意を進め、非正規雇用と正規雇用の枠を超え、仕事の価

値に見合った公正な処遇の確保に向けた雇用の在り方の実現を目指す。また、

家族の在り方の変容や共働き世帯の増加等を踏まえた新たな社会モデルの構築

を目指す。日本が誇るべき「人の力」と「勤勉さ」をないがしろにすることな

く、チャンスに満ちあふれた社会を目指すべくフロンティアを提示していく。 
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[生活・雇用戦略] 

 

【2020 年までの目標】 

20～64 歳の就業率 80％、15 歳以上の就業率 57％、 

20～34 歳の就業率 77％、若者フリーター数 124 万人、地域若者サポートステ

ーション事業によるニートの進路決定者数 10 万人 

25 歳～44 歳までの女性就業率 73％、第１子出産前後の女性の継続就業率

55％、男性の育児休業取得率 13％ 

60 歳～64 歳までの就業率 63％ 

年次有給休暇取得率 70％、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合５割減 

労働災害発生件数３割減、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の

割合 100％ 

 

【2015 年度の中間目標】 

20～64 歳の就業率 77.4％、15 歳以上の就業率 57％ 

20～34 歳の就業率 75.4％、若者フリーター数 165 万人、地域若者サポートス

テーション事業によるニートの進路決定者数 6万人 

25 歳～44 歳までの女性就業率 69.8％、第１子出産前後の女性の継続就業率

50％、男性の育児休業取得率 8％ 

60 歳～64 歳までの就業率 60.1％ 

年次有給休暇取得率 59％、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 7.4％ 

労働災害発生件数 15％減、メンタルヘルスケア取組事業所割合 67％ 

 

2020 年の目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、労使のリーダー、

有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、2020 年及び中間目標の目標値は、

新成長戦略において「2020 年度までの平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」等と

していることを前提。 

 

自ら職業人生を切り拓ける骨太な若者への育成を社会全体で支援する戦略的

な取組と、「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画を推進するとともに、

生活困窮者に対する支援の体制整備と生活自立支援サービスの体系化による戦

略的な生活支援の実施、地方消費者行政の充実強化など消費者の安全・安心の

確保等に重点的に取り組む。 

 

（重点施策：若者を取り込んだ成長に向けた戦略的取組の推進） 

若者を取り巻く厳しい就職状況等を踏まえ、若者を取り込んだ成長を実現す

るため、政労使学の合意の下、中長期的な総合対策として「若者雇用戦略」を

実施する。就学支援の実施や高校・大学等での初年次からの体系的・系統的な

キャリア教育の実施、地域の関係機関が連携したキャリア教育の支援体制の構

築等により機会均等・キャリア教育の充実を図る。また、学校の相談・支援機

能とハローワークのマッチング機能の完全連結、中小企業とのマッチング支援
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等により雇用のミスマッチ解消を図る。さらに、全国全ての地域での地域若者

サポートステーションのサービス提供とアウトリーチ（訪問支援）・学校との連

携による切れ目のない支援、実践キャリア・アップ戦略の実施（調整中）、成長

分野の中核的専門人材養成等に取り組み、キャリア・アップ支援を図る。なお、

雇用戦略対話の下に「若者雇用戦略推進協議会」を設置し、これらの施策の推

進・広報・検証等を行う。 

 

（重点施策：女性の活躍による経済活性化に向けた取組の推進） 

女性の活躍による経済活性化を図るため、企業トップを含めた男性の意識改

革と、思い切ったポジティブ・アクションが必要である。また、政府の取組の

本気度を示すためにも、公務員から率先して取り組むことが重要である。こう

した観点から、「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画を踏まえ、企業に

おける女性の活躍推進状況の「見える化」の促進、目標を定めて企業へ直接的

な働きかけを行う「女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」の実施、表

彰制度を創設し、先行事例を発信するなど人材の多様性を活かす経営の促進、

男性の育児休業の取得促進、女性の起業や再就職の支援、メンターやロールモ

デルの育成・支援、学校教育の早い段階からライフプランニング支援を含むキ

ャリア教育の推進を含めた社会的気運の醸成等に取り組む。 

これらの取組については、女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚

会議において、2012 年末までに工程表を策定し、政府全体で連携して取り組む。 

 

（重点施策：戦略的な生活支援の実施） 

国民一人ひとりが社会に参加し、潜在能力を発揮するための「社会的包摂」

を進めるとともに、生活保護を受けることなく自立することが可能となるよう、

生活困窮者対策と生活保護制度の見直しについて総合的に取り組むための「生

活支援戦略」について、2012 年秋を目途に策定し、実施する。 

具体的には、生活困窮者への支援体制の底上げ、強化を図るため中期プラン

を策定し、計画的に整備を図るとともに、NPO、社会福祉法人等の民間機関との

協働による伴走型支援や多様な就労機会の確保、学び直し等の「貧困の連鎖」

の防止のための取組を含む生活困窮者支援体系を整備する。併せて、就労支援

の強化等により自立の助長を一層図るとともに、国・地方自治体の調査権限の

強化などの不正受給対策を徹底する観点から、生活保護制度の見直しについて、

生活保護法改正を含めて検討する。 
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②我が国経済社会を支える人材の育成 

＜基本的考え方＞ 

高等学校卒業者の大学等への進学率が５割を超えている中、2012 年３月卒業

の新規学校卒業予定者の就職環境は、大学卒業者の就職率（2012 年 4 月１日現

在）が 93.6％と若干ではあるが改善の兆しが見えてきたものの、引き続き改善

に向けた取組が必要な状況にある。また、人々の財・サービスの需要が変化し

てきており、その変化に対応したイノベーションを担う能力など、産業構造の

変化に応じた職業能力が求められている。 

このような中で、大学卒の新規就職者の３年以内の離職割合は３割程度、高

等学校卒の新規就職者の３年以内の離職割合は４割程度となり、大学・大学院

卒のニートも増加傾向にある。また、大学等の教育面での力点と企業の大学等

への期待にミスマッチが生じている部分がある。さらに、国際競争の激化や非

正規雇用の増加が進む中で、これまでのように企業内教育に依存するだけで

は、能力の蓄積の機会を得づらくなってきている。 

「新たな時代の開拓者たらん」という若者の大きな志を引き出し、自ら学び

考える力を育む教育などを通じて叡智にあふれる人材を育成していく必要があ

る。産業構造の変化や新たな国際分業等に対応するために求められる人材ニー

ズを踏まえ、産学官の連携の下、知識・情報を社会や市場につなぐ仕組みを戦

略的に強化する人材育成システムの再設計を図り、人材の底上げやニーズに対

応した多様な人材の育成を実現する。 

このため、我が国経済のインクルーシブな成長を目指し、産学の連携・協力

を図りながら、成長分野やものづくり分野における職業教育・職業訓練や、い

わゆる「手に職を持つ」、「技術や専門性を有する」自営業者や個人事業主を

育成するなど自立するための職業教育・職業訓練を強化し、実践的な職業能力

評価の仕組みの導入を図る。また、若者の国際的視野を涵
かん

養する取組を推進

し、語学力・コミュニケーション能力を含め、新たな価値やビジネスを創造で

きる能力を持つ人材を育成することが必要である。さらに、こうした方向に資

する教育改革に取り組む。これらの取組を通じて、社会経済を支える人材の底

上げやグローバルに通用する高度人材の育成・確保を図る。 
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[人材育成戦略] 

 

【2020 年までの目標】 

国際的な学習到達度調査で世界トップクラスの順位 

日本人学生等 30 万人の海外交流 

質の高い外国人学生 30 万人の受入れ 

日本企業のマネジメント層の国際経験を東アジアトップレベルに引き上げ 

 

【2015 年度の中間目標】 

中高一貫教育を行う学校数 500 校 

学生の学修時間の欧米並み（１日８時間前後）の水準の確保 

英語による授業の倍増、外国語で教育研究指導可能な人材の 1.5 倍増 

外国大学等との交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学５割 

マネジメント層の国際経験に関する国際ランキングを東アジア上位３位に上昇

 

633 制の柔軟化等による意欲ある地域の取組の促進、大学ビジョンに基づい

た高等教育の抜本的改革など、社会の期待に応える教育改革を推進し、社会を

生き抜く力を養成する。また、グローバル人材の育成や教育と職業の円滑な接

続、社会人の学び直し等の環境整備等に取り組む。 

 

（重点施策：633 制の柔軟化等による意欲ある地域の取組の推進） 

社会構造の変化や地域の実情に対応した意欲ある地域の取組を推進し、新た

な時代の個々人の学びをきめ細かく支援・促進する。このため、2012 年度中に

高校教育改革プログラム（仮称）を取りまとめるとともに、小中一貫教育制度

（仮称）を創設するなど、小中一貫教育や中高一貫教育の充実等を図り、柔軟

で多様な進路設計を可能とする弾力的な教育を推進する。また、ICT も活用し

ながら、基礎知識に加え、課題発見・解決能力やコミュニケーション能力など

重要な能力・スキルの確実な習得を目指すとともに、教育の質の向上に向けて

教職員の質の改善や地域との連携を含めた体制整備を推進する。 

 

（重点施策：大学ビジョンに基づく高等教育の抜本的改革の実施） 

大学に求められる多様な役割・ニーズを踏まえて 2012 年度中に大学ビジョン

を策定するなど、新時代に適応する特色ある高等教育の実施のための具体的取

組方策・支援基準を取りまとめ、国立大学改革の方向性を提示するとともに、

国立大学改革を先行実施する。2013 年央までに取りまとめる国立大学改革プラ

ンを踏まえて大学・学部の枠を越えた連携・再編成等を促すなどの改革の加速

化を図るとともに、財政基盤の確立と基盤的経費（運営費交付金、私学助成）

等の一層のメリハリある配分の実施や、私立大学の質保証の徹底推進を図る。

加えて、大学のマネジメント強化、学修環境整備、大学入試改革、地域再生の

拠点としての大学の機能強化等を進めることなどにより、高等教育の抜本的改
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革を進め、世界レベルの高等教育を目指す。 

 

（重点施策：グローバル人材の育成と社会人の学び直し等の推進） 

豊かな語学力・コミュニケーション能力等を身につけ、国際的に活躍できる

グローバル人材への需要はますます増加しており、グローバル人材育成戦略を

踏まえ、国際的に誇れる大学教育システムを構築するとともに、日本人学生等

の海外交流促進と質の高い外国人学生の戦略的獲得、国際化対応ビジネス人材

の育成を図る。また、大学の秋季入学導入に向けた環境整備を進めるとともに、

国家公務員の採用に関し、留学経験者の選考・採用時期の配慮など通年採用も

含めた採用時期等の柔軟化による多様な人材の確保など可能なことから率先し

て取組を進める。さらに、2014 年度には、大学の秋季入学等の導入に関する政

府として基本的な対応方針を整理する。 

また、大学・専門学校等における社会人の学び直し等のニーズに対応した学

修機会の提供や、「人を活かす」サービスの創出等による再教育・マッチングの

仕組みの構築を図る。 
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③持続可能で活力ある国土・地域の形成 

＜基本的考え方＞ 

人口減少社会の中で、どのように地域のコミュニティを維持・発展させ、国

民生活の豊かさを確保していくのかが、我が国の大きな課題である。人口減少

が現状の見込みのまま推移した場合、2050 年には、現在の居住地の６割以上で

人口が半分以下になり（１㎢毎の地点で算出。約２割の地域で無居住化）、都

市圏レベルでも約２割の地域で半分以下の人口になるとの推計もある。 

このため、人口減少が見込まれる中で、人々の生活や社会活動の基盤となる

都市や地域の活力を維持し、環境や防災等の課題に的確に対応して生活空間の

魅力を高めていくべく、民間の資金やノウハウ等を最大限に活用して都市の中

心市街地等への投資の拡大や農山漁村の活性化等を図るとともに、支え合いの

精神で、寄附や持ち寄り、ボランティア活動等様々な形で一人一人が自発的に

社会を支える「新しい公共」を創り出し、これをいかして事業と地域の様々な

課題を解決し、コミュニティに支えられた豊かな地域づくりを推進する。ま

た、このような地域づくりの担い手の育成・確保を推進する。 

人口減少社会を迎え、持続可能な地域づくりを速やかに進めるべく、コンパ

クトシティの推進や公共交通の充実、高齢化に対応した健康づくりに配慮した

まちづくり、人口構造の変化に対応可能な可変性の高いまちづくり、情報通信

技術を活用した新たなまちづくりなど、新たな時代のまちづくりを進める。 

また、人口動態が変化する中、人々の「絆」やコミュニティに支えられる地

域の在り方、国土における都市と農山漁村、人と自然の在り方を踏まえつつ、

世界的にも魅力のある「地方」づくりなど、中長期的な観点に立った国の「か

たち」づくりを推進する。 
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[国土・地域活力戦略] 

 

持続可能で活力ある国土・地域の形成に向けて、まずは我が国の活性化の突

破口となる総合特区、環境未来都市等の活用を進める。さらに、中古住宅流通

市場・リフォーム市場の規模倍増、人口減少社会の中での集約型のまちづくり、

大都市等の再生や災害に強い国土・地域の構築等に重点的に取り組む。 

 

（重点施策：活性化の突破口となる総合特区、環境未来都市等の活用、「新しい

公共」の活動促進） 

国際戦略総合特区では産業の国際競争力の強化を、地域活性化総合特区では

地域の活性化をねらいとして、規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援

を実施する。また、地域再生制度等を活用して地域活性化総合特区の取組を全

国に展開する。 

「環境未来都市」構想推進のための諸施策の集中実施により、未来に向けた

技術、仕組み、サービス、まちづくりでの世界トップクラスの成功事例を創出

 
【2020 年までの目標】 

国際戦略総合特区：21.3 兆円の経済効果、94.9 万人の雇用創出効果 

地域活性化総合特区：8.6 兆円の経済効果、43.8 万人の雇用創出効果 

（地域活性化総合特区の取組の全国展開：24.6 兆円の経済効果、125.7 万人の

雇用創出効果） 

環境未来都市の実現：3.6 兆円の経済効果、17 万人の雇用創出効果  

都市再生の推進：最大８～11 兆円の民間投資 

2010 年～2020 年の PFI の事業規模：少なくとも約 10 兆円以上 

緑の分権改革：取組団体 1,400 

中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増（20 兆円） 

ネットゼロエネルギーハウスの標準化 

耐震住宅ストック比率 95％ 

 

【2015 年度の中間目標】 

国際戦略総合特区：7.1 兆円の経済効果、31.6 万人の雇用創出効果 

地域活性化総合特区：2.9 兆円の経済効果、14.6 万人の雇用創出効果 

（地域活性化総合特区の取組の全国展開：9.8 兆円の経済効果、50.3 万人の雇

用創出効果） 

環境未来都市 1.2 兆円の経済効果、5.7 万人の雇用創出効果 

都市再生の推進：４～５兆円の民間投資 

国、都道府県、政令市、中核市、特例市で PFI 活用に係る指針の策定促進 75％

以上 

緑の分権改革：取組団体 800（2014 年度） 

既存住宅の流通シェア 20％、省エネ基準達成率 70％ 
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するとともに、国内外への普及展開を図る。 

多くの国民による参加や自発的な寄附のもとで、「新しい公共」の活動を地域

の中で広げていくため、改正特定非営利活動促進法による新たな認定制度や拡

充された寄附税制等の活用を促進する。 

民間活力の活用を図りつつ、インフラ投資を促進するため、民間資金等を活

用する手法（PFI/PPP）の具体的な案件形成等を推進する。 

これらと併せ、緑の分権改革、定住自立圏構想、地域と大学との連携など知

の蓄積・連携等を通じた自立的な地域づくり等を推進し、地域の資源や創意工

夫を最大限活用して、意欲ある地域の多様な成功事例を全国各地に創出し、地

域そして我が国全体の活性化の突破口とする。 

 

（重点施策：良質な住宅ストックの供給と不動産流通システムの改善） 

「中古住宅・リフォームトータルプラン」に基づき、インスペクション（建

物検査）の普及、既存住宅の性能表示の充実など、中古住宅流通・リフォーム

市場を活性化する環境整備を進め、また、既存不適格建築物等に係る制度の見

直しを行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅の供給拡大、子育て世帯向

けの住替え支援等、ライフステージに応じて適切な住まいが確保できるよう取

組を推進する。 

また、耐震性や環境性能に劣る住宅・建築物の更新は急務であり、老朽マン

ションの建替え・改修の促進策の実施、住宅のゼロエネルギー化や省エネ改修

の促進などに取り組み、省エネ、耐震性、バリアフリー性等に優れた住宅の普

及促進を図る。 

さらに、不動産流通システムの改善に向けては、不動産取引の透明性・効率

性や事業者のコンサルティング機能の向上、建物評価手法の見直し、不動産価

格指数の整備や不動産情報ストックの充実等を推進し、不動産流通市場の活性

化を図る。 

これらと並行して、工法等の技術的な向上や担い手となる人材の育成等を進

め、2020 年には中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増を実現する。 

 

（重点施策：集約型のまちづくりや次世代型生活への対応） 

人口減少社会の中でも子育て世帯・高齢者等が健康、安全、快適に生活でき

る持続可能な地域づくりを進めるため、新制度の導入等により、中心市街地等

への都市機能の集約化、市街化区域や街なかへの居住の推進、歩いて暮らせる

まちづくりの推進を図るとともに、団地の再生や鉄道駅の改築に合わせた医

療・介護施設や子育て施設等の整備、生活幹線ネットワークの整備など、生

活・経済機能の集約化及び移動アクセスの確保を支援し、コンパクトなまちづ

くりを推進する。 

同時に、公共交通機関の利便性向上や公道走行が可能な超小型モビリティ

（地域の手軽な足となる新たな乗り物）の導入を通じて地域内の移動円滑化を

進めるとともに、情報通信技術を活用した新しいまちづくりモデルの確立・普

及などに取り組む。 
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また、社会資本の適確な維持管理・更新等が不可欠であり、長寿命化計画の

策定推進等による戦略的な取組を推進する。 

 

（重点施策：大都市等の再生と災害に強い国土・地域の構築） 

大都市等の防災機能の向上と国際競争力強化に向け、防災・減災に資する施

設の容積率の緩和等の規制緩和、特定都市再生緊急整備地域等における官民の

協議会によるインフラ等の整備や都市再生安全確保計画の策定・実施、民間都

市開発における民間金融機関だけでは十分でないファイナンス面での支援等に

取り組み、戦略的な大都市等の再生を推進する。また、「選択と集中」の考え方

に基づき、首都圏空港等・国際戦略港湾の機能拡充・強化や大都市圏拠点空港

へのアクセス改善、大都市圏の環状道路の整備や渋滞ボトルネック対策、高速

道路等と拠点空港・港湾・鉄道駅とのアクセス向上、大都市間の交通ネットワ

ークの多重化など、真に必要なインフラの重点的な確保を図る。 

さらに、災害に強い国土・地域の構築に向け、これまでの防災対策に加え、

大規模災害に対する「減災」対策、国全体の危機管理体制の強化、総合的な水

管理の推進、地域防災力の向上、企業の事業継続計画（BCP）の実効性向上、住

宅、学校・病院を含む建築物、駅等の耐震化等に取り組む。まずは、中央防災

会議防災対策推進検討会議の最終報告の取りまとめを踏まえ、災害関連法制の

改正をはじめ、各般の施策を迅速に講じる。 

併せて、首都直下地震等の万一の場合に備え、政府としてのバックアップ機

能の確保方針を早期に明確化する。 
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（３）世界における日本のプレゼンス（存在感）の強化 

＜基本的考え方＞ 

日本が築き上げてきた社会インフラを、アジアを始め世界に展開し、世界経

済の発展・安定化に貢献することが、日本再生にもつながる。日本の再生は、

国際的な発展を伴わずには実現できない。このため、これまでのいわゆる「内

向き志向」からの脱却を図り、保健・医療、教育、治水、防災、環境保全等の

我が国が有する優れたシステム・技術の海外への提供、大規模災害時の緊急支

援等による積極的な国際貢献・国際協力を進め、世界におけるインクルーシブ

な成長を通じた「人間の安全保障」の実現に貢献する。人間の安全保障の達成

には、国家・行政の機能を向上させていくとともに、そこに生きる人々の個人

の能力を向上させていくことの双方が必要であり、そうした支援に努めていく。 

また、グローバル時代の歴史的転換期にあって、世界経済の構造転換や人口

減少・少子高齢化社会への対応、地球温暖化に対応したエネルギー政策やグリ

ーン経済への移行等、日本の課題は世界が直面していく課題であり、日本が先

頭に立って解決していく。 

国連を始めとする国際機関や国際的なフォーラムにおける日本のプレゼンス

（存在感）の強化や、より一般的な世界の人々が持つ日本のイメージ・認識の

向上を図るべく、人間の安全保障の概念の普及や、環境技術、世界に誇るもの

づくり、国民性、日本語・日本文化等、多様な要素を含む日本の国家ブランド

を確立して世界に伝えていく方策を検討する。また、世界が抱える諸課題の解

決にリーダーシップを発揮し、人類の未来に貢献する人材の育成策を更に検討

していく。 

これらの取組に当たり、政府開発援助（ODA）も戦略的に活用しつつ、我が国

は新たな成長・国際貢献のモデルを世界に提示していく。 
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【2020 年までの目標】 

世界におけるインクルーシブな成長を通じた「人間の安全保障」の実現への貢

献 

日本の信頼感・存在感の向上 

主要国際協力 NGO への寄附額を倍増、ODA に携わる中小企業数を５倍 

海外の日本語学習者数 500 万人 

 

【2015 年度の中間目標】 

700 万人の児童・生徒に質の高い教育環境を提供、他の開発パートナーと共に

296 万人の新生児、1,130 万人の乳幼児の命を救う 

防災対策支援 30 億ドル 

再生可能エネルギー分野等の気候変動分野での支援 30 億ドル 

「緑の協力隊」の編成 １万人 

ポスト MDGs に人間の安全保障など我が国 ODA の理念を反映 

主要国際協力 NGO への寄附額を 1.2 倍、ODA に携わる中小企業数を２倍 

海外の日本語学習者数 400 万人 

 

（重点施策：戦略的、効果的な ODA の推進等による「人間の安全保障」の実現へ

の貢献） 

我が国の援助理念である人間の安全保障の実現は、国連ミレニアム開発目標

（MDGs）の達成に不可欠である。また、ODA の対 GNI 比 0.7％目標などの国際開

発目標を踏まえ、必要となる財源の確保を含めて最大限努力することは、我が

国が国際社会から期待される責任を果たすうえで不可欠である。基礎教育や保

健・医療・衛生、農業・食料等での支援を通じて、地方自治体、NGO、企業等の

民間セクター、さらには国際機関などとも連携しつつ、MDGs の実現など地球規

模課題・開発課題の解決に積極的に取り組み、世界における人間の安全保障の

実現に貢献する。また、主要国際機関等での議論や意思決定への関与を強化す

ることにより、ポスト MDGs の検討作業に積極的に参画し、人間の安全保障の概

念をポスト MDGs の基本理念として盛り込むとともに、ポスト MDGs 達成に向け

た努力を主導し、国際社会に貢献する。その際、円借款や官民連携など ODA の

スキームを不断に改善し、その戦略的、効果的な活用を一層推進することによ

り、国際協力の担い手の多様化・増加、質の高い援助を実現する。 

また、東日本大震災も踏まえ、ODA を活用した被災地の復興支援と国際貢献

の両立を図るとともに、特に途上国における防災対策支援及び世界のグリーン

経済移行への貢献について積極的に実施する。 

 ①途上国における防災対策支援 

アジアなど災害に脆弱な国に対し、洪水対策マスタープラン策定・改定や災

害に強靭なインフラの整備、防災システムの構築・運用といったハード・ソフ

ト面での支援等を、産官学が連携しつつ効果的に組み合わせて行う。特にアジ
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アを中心に、我が国の技術をいかした防災ネットワーク構築の推進や ASEAN 防

災人道支援調整センターの強化を図るとともに、我が国の防災対策（政策、技

術、教育等）の普及を図り、ポスト兵庫行動枠組の策定・実施を主導する。ま

た、国際社会・国・地方・コミュニティなどあらゆるレベルでの防災の主流化

に貢献する。 

②世界のグリーン経済移行への貢献 

2012 年 6 月に開催された国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で表明した

「緑の未来」イニシアティブを踏まえつつ、東アジア低炭素成長パートナーシ

ップの具体化やアフリカにおける低炭素成長戦略策定支援、二国間政策対話、

「緑の協力隊」の編成、再生可能エネルギー分野での支援、二国間オフセッ

ト・クレジット制度の構築等を通じて、我が国の優れた環境・低炭素技術・知

見の活用による世界のグリーン経済への移行に貢献する。また APEC における

環境物品・サービス貿易の自由化の促進、生物多様性に関する愛知目標の達成

に向けて貢献する。 

 

（重点施策：日本の強み・魅力の発信と日本的な「価値」への国際理解の促進） 

東日本大震災によりもたらされた国際的風評被害を乗り越え、我が国の国際

的なプレゼンスを高め、日本ブランドを世界に発信するために、日本の強みと

魅力、日本的な「価値」を体現する重点領域を設定し、これらについての対外

発信を積極的に行う。そのために、政府が一体となって、官民連携の推進、国

際放送を含む国内外メディアや広報その他各種資源の有効活用、政府の国際的

発信能力・手段の拡充を通じて、国際的な発信や交流事業を積極的に展開する

体制構築を行う。 
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Ⅴ．戦略の継続的な実効性の確保 ～本格的な PDCA サイクルによる戦略実現～ 

社会経済情勢が変化する中で、「共創の国」に向けて日本再生戦略を着実に実

現していくためには、成果の達成を基軸として、フォローアップや施策の見直し

等を継続的に行っていくことが重要である。 

日本再生戦略では、このための新たな仕組みを戦略の重要な一要素として明記

し、基本的な政策運営における本格的な PDCA サイクルの確立を図る。 

 

 

１．改革工程表の策定 

力強い日本再生のための以上のような取組を着実に実施し、計画的に目標達成

を進めていくため、別添の「日本再生に向けた改革工程表」を定める。 

「日本再生に向けた改革工程表」では、政府の具体的な取組（アクション）を

年度ごとに示して国民に対してその実行過程を明示するとともに、2020 年までに

実現すべき大目標の充実に加えて、原則として 2015 年度までの中間目標を施策

群ごとに設定するなど、新成長戦略の工程表を発展・強化したものとしており、

「成果の達成を基軸とする政策運営」を行う基礎となるものである。 

 

 

２．本格的な PDCA サイクルの確立 

日本再生に向けた工程表では、2020 年までを念頭に具体策の実施による達成目

標を示しており、戦略に基づいて実施された各年度の施策については、毎年度、

原則として５月を目途に、国家戦略会議の議を経て工程表に定められた成果目標

の達成度を軸に明確な評価を行い、国民に対して適切に開示することとする。 

また、評価結果は、目標達成のための施策の見直しなど、その後の取組に反映

する。その際、複数年にわたり成果の不十分な施策等については、抜本的見直し

（予算措置の縮小・廃止を含む。）を行うこととする。 

さらに、予算編成や税制改正に当たっては、「日本再生戦略」の評価結果を活

用し、無駄遣いの根絶等を強力に進めるとともに、「財政運営戦略」との整合性

を保ちつつ、経済成長や雇用創出への貢献等も考慮した優先順位付けを行ってい

く。 

これらの本格的な PDCA サイクルの仕組みの構築とそれに基づき絶えざる努力

を重ねる政策運営を通じて、「共創の国」へ向けた日本の再生を力強く実現して

いくため、政府全体の取組を進化・強化していく。 
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５．実践的なキャリア・アップの推進

2012年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2014年度までに

実施すべき事項
2020年までに

実現すべき成果目標

2015年度までに

実施すべき事項

ジョブ・カード取得者
300万人 ＊
日本版NVQへの発展
自己啓発を行っている
労働者の割合：正社員
70％、非正社員50％
＊
公共職業訓練受講者の
就職率：施設内80％、委
託65％ ＊

学生の就職率向上、３年以内の早
期離職率の低下

若者フリーター124万人（ピーク時：
217万人） ＊
地域若者サポートステーション事
業によるニートの就職等進路決定
者数：10万人 ＊
大学のインターンシップ実施率：
100％ ＊
大学への社会人入学者数：９万人
＊

専修学校での社会人受入れ総数：
15万人 ＊
潜在的就労者の社会参画
大学等の行うキャリアアップの取
組の利便性・質の向上

目標： 大学でのインターンシップ：
実施率85％ ＊

：大学での社会人入学者数：
６万５千人 ＊

：専修学校における社会人
受入総数：13万人 ＊

大学・専門学校等における社会人の学び直し等のニーズに対応した学修機会の提供

若者雇用戦略の策定・実施（再掲）

・初年次からの体系的・系統的なキャリア教育の実施
・奨学金制度や授業料等減免などの就学支援の実施

・産学官連携による成長分野における中核的専門人材養成
・キャリア教育支援のための「地域キャリア教育支援協議会（仮称）」設置促進

・学校とハローワークの完全連結（ジョブサポーターの全校担当制、大学内等へのジョブ
サポーター相談窓口の設置・出張相談の強化）

３．民間教育サービスの発展

ISO規格等の活用を含む自己評価・
情報公開システム、教育支援人材等
のニーズやマッチングの実態把握に
向けた調査実施

民間教育サービスの評価・情報公開、教育支援人材等の評価・活用の推進

目標：
受験者が１万人以上の民間検定
試験の実施事業者等の自己評
価実施割合：50%

・民間教育事業者における評価・情報公開等の仕組みの構築・周知・普及
・教育支援人材等の評価・活用についての周知・普及のための方策の検討・実施

民間教育サービスの発展
・受験者が１万人以上の民間
検定試験の実施事業者等の自
己評価実施割合：80%

・履修証明制度の推進
・専門学校における単位制・通信制の推進

技術革新等に対応した職業訓練の推進

・環境・エネルギー分野などの公共職業訓練
カリキュラムの開発（2012年度）
・求職者に開示する職業訓練情報の統一化（2012年度）

・訓練指導員の養成カリキュラムの設定
（2013年度）

キャリア段位（レベル）認定制度を
被災地で重点的・先行的に実施

・既存の資格制度との関係等について抜本的な再
検討を行った上で制度の展開
・大学・専門学校等の教育システムとの連携強化

認定実
施状況
の検証

目標：ジョブ・カード取得者数
170万人 ＊

・新たな訓練カリキュラムの検討

・地域等における在職者訓練を含めた産業界等の関係機関の連携による職業訓練の推進

ジョブ・カードの普及促進

・公的職業訓練におけるジョブ・カードの活用導入及び交付推進
・「ジョブ・カード普及サポーター企業」の開拓と積極的な周知等

目標：公共職業訓練受講者の就
職率：施設内80％、委託65％ ＊

目標：自己啓発を行っている労働者
の割合：正社員55％、非正社員
35％ ＊

労働者に対する能力開発の支援

・キャリア・コンサルタントの養成の推進
・キャリア形成促進助成金の活用や教育訓練給付の適切な運営

成長分野への人材の円
滑な移動

成長分野での人材育成・活用プラット
フォーム創出

人材活用のための再教育・マッチングの仕組みの構築

・「人を活かす」サービスの創出
・課題対応事業促進法等の活用 1,000万人規模の産業間

人材移動
200万人規模の職種転換

４．成長分野における人材の育成・確保・活用
目標：年間100万人規模の産業間人
材移動、20万人規模での職種転換

事業成果、効果設定に
ついて抜本的な再検討
を行い、2012年夏までに

目標を設定

（２）Ⅱ 我が国経済社会を支える人材の育成 ～ 人材育成戦略 ～

＊の2020年の目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、労使のリーダー、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、
＊の2020年及び中間目標の目標値は、新成長戦略において、「2020年度までの平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」等としていることを前提。

（調整中）
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